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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取付対象に開閉可能に支持される支持部を有する遊技機本体と、
　前記遊技機本体に設けられ、遊技の進行を管理する制御装置と、
　前記遊技機本体に取り付けるのに用いられる取付部を有し、前記遊技機本体が前記取付
対象に閉鎖された場合、前記遊技機本体と前記取付対象を開放不能に施錠する施錠装置と
を備え、
　予め定められた特定抽選に当選した場合、前記制御装置は、遊技者に有利な特別遊技状
態に遊技状態を移行させ得る遊技機において、
　少なくとも前記制御装置を後ろから覆う被覆体を前記遊技機本体の背面側に開閉可能に
設け、
　前記施錠装置に、
　前記遊技機本体が前記取付対象から開放不能となる施錠位置と、前記遊技機本体が前記
取付対象から開放可能となる解錠位置に移動可能な第１施錠部材と、
　前記被覆体が前記遊技機本体から開放不能となる施錠位置と、前記被覆体が前記遊技機
本体から開放可能となる解錠位置に移動可能な第２施錠部材と、
　第１解錠操作がなされた場合に前記第１施錠部材を解錠位置に移動させ、第２解錠操作
がなされた場合に前記第２施錠部材を解錠位置に移動させる解錠機構と、
　遊技機前面側に設けられ、操作された場合に所定方向に回動する解錠部材を有する解錠
操作装置と
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を設け、
　前記解錠機構は、前記第１解錠操作として前記解錠部材が一方の向きに回動操作された
場合、前記第１施錠部材を解錠位置に移動させ、前記第２解錠操作として前記解錠部材が
他方の向きに回動操作された場合、前記第２施錠部材を解錠位置に移動させ、
　前記遊技機本体及び前記被覆体とは別体に設けられ、前記解錠部材を後方から覆うカバ
ー部材を備え、
　前記カバー部材は、前記取付部に対して後方から取り付けられており、
　前記遊技機本体に対して前記被覆体が閉鎖された場合、前記被覆体が前記カバー部材に
対して後方から当接することにより、前記取付部から前記カバー部材を取り外すことが規
制されており、当該規制は、前記被覆体が前記カバー部材に対して当接しない位置まで回
動した場合に解除されることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一種として、例えば複数の図柄を外周面に付したリール装置を備え、遊技者に
よる始動操作に伴いリール装置の回転（表示装置における図柄の可変表示）を開始させ、
同じく遊技者による停止操作に伴いリール装置の回転を停止させるようにした球使用回胴
遊技機が知られている。かかる遊技機では、所定数の遊技球が取り込まれた後に始動操作
が行われることでリール装置の回転が開始される。そして、リール装置の回転が停止した
時点で所定の有効ラインに表示された停止図柄が所定の小役成立図柄に合致すると、都度
の成立役に対応して所定個数の遊技球が払い出される。また、停止図柄が特定役成立図柄
に合致した場合には、例えばビッグボーナスゲームのような遊技者に有利な所定のゲーム
（特別遊技状態）に移行する。
【０００３】
　上記球使用回胴遊技機は、遊技者により操作される各種操作部材、リール装置、遊技の
進行等を管理する主制御装置、遊技球の払出を行う払出装置といった部品・装置類を具備
しており、これらが一体的に搭載されて構成されている。また、球使用回胴遊技機は、パ
チンコ機と同様の外枠（一般に木枠ともいう）を有しており、その外枠に対して、リール
装置や主制御装置を搭載した遊技機本体が開閉可能に取り付けられている。そして、前述
の各種操作部材が遊技機本体の前面側に取り付けられると共に、払出装置を搭載する払出
機構体が遊技機本体の背面側に開閉可能に取り付けられている（例えば、特許文献１参照
）。
【０００４】
　上記構成の球使用回胴遊技機の場合、遊技機本体に搭載された主制御装置等に対して不
正行為が行われる場合がある。
【０００５】
　また、パチンコ機では、遊技領域が形成されると共に液晶表示装置などが設置された遊
技盤が遊技機本体に搭載され、該遊技機本体の前面側に扉体が取り付けられると共に背面
側に主制御装置や払出機構体が取り付けられている。そして、遊技機本体が外枠に対して
開閉可能に取り付けられる。かかる場合にもやはり、上記不正行為が行われる可能性が懸
念される。
【特許文献１】特開２００５－２４５７９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、遊技機本体に搭載された制
御装置に対する不正行為を抑制することが可能な遊技機を提供することを目的とするもの
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である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、取付対象に開閉可能に支持される
支持部を有する遊技機本体と、前記遊技機本体に設けられ、遊技の進行を管理する制御装
置と、前記遊技機本体に取り付けるのに用いられる取付部を有し、前記遊技機本体が前記
取付対象に閉鎖された場合、前記遊技機本体と前記取付対象を開放不能に施錠する施錠装
置とを備え、予め定められた特定抽選に当選した場合、前記制御装置は、遊技者に有利な
特別遊技状態に遊技状態を移行させ得る遊技機において、少なくとも前記制御装置を後ろ
から覆う被覆体を前記遊技機本体の背面側に開閉可能に設け、前記施錠装置に、前記遊技
機本体が前記取付対象から開放不能となる施錠位置と、前記遊技機本体が前記取付対象か
ら開放可能となる解錠位置に移動可能な第１施錠部材と、前記被覆体が前記遊技機本体か
ら開放不能となる施錠位置と、前記被覆体が前記遊技機本体から開放可能となる解錠位置
に移動可能な第２施錠部材と、第１解錠操作がなされた場合に前記第１施錠部材を解錠位
置に移動させ、第２解錠操作がなされた場合に前記第２施錠部材を解錠位置に移動させる
解錠機構と、遊技機前面側に設けられ、操作された場合に所定方向に回動する解錠部材を
有する解錠操作装置とを設け、前記解錠機構は、前記第１解錠操作として前記解錠部材が
一方の向きに回動操作された場合、前記第１施錠部材を解錠位置に移動させ、前記第２解
錠操作として前記解錠部材が他方の向きに回動操作された場合、前記第２施錠部材を解錠
位置に移動させ、前記遊技機本体及び前記被覆体とは別体に設けられ、前記解錠部材を後
方から覆うカバー部材を備え、前記カバー部材は、前記取付部に対して後方から取り付け
られており、前記遊技機本体に対して前記被覆体が閉鎖された場合、前記被覆体が前記カ
バー部材に対して後方から当接することにより、前記取付部から前記カバー部材を取り外
すことが規制されており、当該規制は、前記被覆体が前記カバー部材に対して当接しない
位置まで回動した場合に解除されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、遊技機本体に搭載された制御装置に対する不正行為を抑制することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　はじめに、本実施の形態から抽出され得る発明群を手段ｎ（ｎ＝１，２，３…）として
区分して示し、それらを必要に応じて効果等を示しつつ説明する。なお以下においては、
理解の容易のため、本実施の形態において対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この
括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものではない。
【００１０】
　手段１．取付対象（外枠２）に開閉可能に支持される支持部（ヒンジ金具８）を有する
遊技機本体（ドアブロック４、面替えブロック５）と、
　前記遊技機本体に設けられると共に絵柄を可変表示する絵柄表示装置（リール装置５０
３）と、
　前記遊技機本体に設けられると共に前記絵柄の停止タイミングや遊技の進行等を管理す
る制御装置（主制御装置５０５）と、
　前記遊技機本体が前記取付対象に閉鎖された場合、前記遊技機本体と前記取付対象を開
放不能に施錠する施錠装置（施錠装置１２０）と
を備え、
　遊技機前方から視認可能な有効位置に前記絵柄表示装置が特定絵柄を停止表示した場合
、前記制御装置は、遊技球の払い出される機会が増加する特別遊技状態（ボーナスゲーム
）に遊技状態を移行させる遊技機において、
　少なくとも前記制御装置を後ろから覆う被覆体（保護カバー部６１２を有する払出ブロ
ック６）を前記遊技機本体の背面側に開閉可能に設け、
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　前記施錠装置に、
　前記遊技機本体が前記取付対象から開放不能となる施錠位置と、前記遊技機本体が前記
取付対象から開放可能となる解錠位置に移動可能な第１施錠部材（第１鉤金具４２１，４
２２）と、
　前記被覆体が前記遊技機本体から開放不能となる施錠位置と、前記被覆体が前記遊技機
本体から開放可能となる解錠位置に移動可能な第２施錠部材（第２鉤金具部４５１，４５
２）と、
　第１解錠操作がなされた場合に前記第１施錠部材を解錠位置に移動させ、第２解錠操作
がなされた場合に前記第２施錠部材を解錠位置に移動させる解錠機構（カム板４１３，第
１連動杆４３１，第２連動杆４４１より構成される機構）と、
　前記各解錠操作を遊技機前面側から行う操作部（キー孔４１２）を有する外部操作手段
（キーシリンダ４１１）と
を設けたことを特徴とする遊技機。
【００１１】
　手段１によれば、遊技機本体の背面側には、少なくとも制御装置を後ろから覆う被覆体
が開閉可能に設けられている。施錠装置には、遊技機本体と取付対象を開放不能に施錠す
る第１施錠部材と、被覆体と遊技機本体を開放不能に施錠する第２施錠部材と、解錠操作
を遊技機前面側から行うための外部操作手段が設けられている。そして、第１解錠操作が
なされた場合には第１施錠部材が解錠位置に移動して遊技機本体と取付対象の施錠が解除
され、第２解錠操作がなされた場合には第２施錠部材が解錠位置に移動して被覆体と遊技
機本体の施錠が解除される。少なくとも制御装置を後ろから覆う被覆体を設けることによ
り、仮に遊技機本体と取付対象の施錠状態が不正に解除された場合であっても制御装置が
遊技機本体の背面側から露出することを回避することが可能となり、遊技機本体の背面側
から不正が行われる機会を低減することが可能となる。また、被覆体を遊技機本体の背面
側に開閉可能に設け、被覆体と遊技機本体を施錠する構成とした場合、不正行為者が遊技
機背面側から不正を行うためには、遊技機本体と取付対象の不正解錠に加えて被覆体と遊
技機本体の不正解錠を行わなければならない。故に、遊技機背面側から不正を行う際の解
錠作業を困難なものとすることが可能となり、不正行為の実行を思い止まらせることが可
能となる。加えて、取付対象と遊技機本体とを施解錠する施錠装置に被覆体と遊技機本体
とを施解錠する機能を付与することにより、遊技機を設置する遊技場の管理者等にあって
は、遊技機本体や被覆体の施錠状態を遊技機前面側から解除することができ、被覆体を正
規に開放する際の作業性を容易なものとすることが可能となる。以上の結果、遊技機本体
や被覆体の施錠状態を正規に解除する作業性が繁雑化することを回避しつつ、遊技機本体
の背面側から不正が行われる機会を低減することが可能となる。
【００１２】
　手段２．上記手段１において、前記施錠装置は、前記解錠機構として、前記第１解錠操
作に連動して解錠側へと移動し、前記第１施錠部材を解錠位置へと移動させる第１移動部
材（第１連動杆４３１）と、前記第２解錠操作に連動して解錠側へと移動し、前記第２施
錠部材を解錠位置へと移動させる第２移動部材（第２連動杆４４１）とを別個に有するこ
とを特徴とする遊技機。
【００１３】
　手段２によれば、解錠機構として、第１解錠操作に連動して解錠側へと移動し、第１施
錠部材を解錠位置へと移動させる第１移動部材と、第２解錠操作に連動して解錠側へと移
動し、第２施錠部材を解錠位置へと移動させる第２移動部材が別個に設けられている。か
かる構成とすることにより、外部操作手段になされた解錠操作と対応する施錠部材を解錠
位置へと移動させる解錠機構を比較的簡単なものとすることが可能となる。例えば１つの
移動部材によって各解錠操作に応じた各施錠部材の移動を行わせる構成とした場合、移動
部材の移動方向や各施錠部材との位置関係等に工夫を施す必要が生じ、解錠機構が複雑な
ものとなるからである。
【００１４】
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　手段３．上記手段２において、前記被覆体を前記遊技機本体と同じ一側に開閉中心を有
する構成とすると共に、前記施錠装置を前記遊技機本体の開放端側端部に設け、
　前記施錠装置に、前記遊技機本体を開閉中心側と開放端側とに区画する区画部材（部材
取付部４００ｂ）を設け、前記第１施錠部材及び前記第１移動部材を前記区画部材の開放
端側に取り付けると共に、前記第２施錠部材及び前記第２移動部材を前記区画部材の開閉
中心側に取り付けたことを特徴とする遊技機。
【００１５】
　手段３によれば、被覆体は、遊技機本体と同じ一側を開閉中心として開閉可能に設けら
れており、施錠装置は、遊技機本体の開放端側端部に設けられている。かかる構成とする
ことにより、各解錠操作を行った後に同じ側から遊技機本体や被覆体を開放することが可
能となり、遊技機本体や被覆体を開放する際の作業性が悪化する不具合を抑制することが
可能となる。また、施錠装置を遊技機本体の開放端側端部に設けることにより、遊技機本
体が取付対象に施錠されている状況下で遊技機本体が取付対象からがたつく、或いは被覆
体が遊技機本体に施錠されている状況下で被覆体が遊技機本体からがたつく不具合を抑制
させることが可能となる。さらに、遊技機本体を開閉中心側と開放端側とに区画する区画
部材を施錠装置に設け、第１施錠部材及び第１移動部材を区画部材の開放端側に取り付け
ると共に、第２施錠部材及び第２移動部材を区画部材の開閉中心側に取り付ける構成とす
ることにより、第２施錠部材及び第２移動部材の少なくとも一部を開放端側から隠すこと
ができる。故に、第２移動部材や第２施錠部材に針金等を引っかけて解錠位置へと移動さ
せる等の不正行為を困難なものとすることが可能となる。
【００１６】
　手段４．上記手段３において、前記第２移動部材を、前記遊技機本体の開放端側から隠
れるようにして前記区画部材に取り付けたことを特徴とする遊技機。
【００１７】
　手段４によれば、第２移動部材は、遊技機本体の開放端側から隠れるようにして区画部
材に取り付けられている。かかる構成とすることにより、遊技機本体の開放端側から第２
施錠部材及び第２移動部材が視認できる範囲を制限することが可能となり、被覆体と遊技
機本体の施錠状態を不正に解除することを困難なものとすることが可能となる。
【００１８】
　手段５．上記手段４において、前記第２施錠部材と前記第２移動部材を一体形成したこ
とを特徴とする遊技機。
【００１９】
　手段５によれば、第２施錠部材と第２移動部材は一体形成されている。第２移動部材が
遊技機本体の開放端側から隠れるようにして取り付けられる構成にかかる構成を適用する
ことにより、比較的簡単な解錠機構を用いて遊技機本体の背面側から不正が行われる機会
を低減することが可能となる。
【００２０】
　手段６．上記手段２乃至手段５のいずれかにおいて、前記施錠装置に、前記各施錠部材
をそれぞれ複数設けたことを特徴とする遊技機。
【００２１】
　手段６によれば、施錠装置には各施錠部材がそれぞれ複数設けられている。かかる構成
とすることにより、遊技機本体が取付対象に施錠されている状況下や被覆体が遊技機本体
に施錠されている状況下で遊技機本体及び被覆体ががたつく不具合を抑制させることが可
能となる。なお、遊技機本体の略中央部を挟むようにして第１施錠部材を上下に設け、被
覆体の略中央部を挟むようにして第２施錠部材を上下に設ける構成とすれば、より好適に
上記不具合を抑制させることが可能となる。
【００２２】
　手段７．上記手段６において、前記複数の第１施錠部材を施錠側に付勢する付勢部材（
コイルばね４３８ａ，４３８ｂ）を個別に設け、前記第１解錠操作がなされた場合、前記
第１移動部材は前記付勢部材の付勢力に抗して前記複数の第１施錠部材を解錠位置へと移
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動させることを特徴とする遊技機。
【００２３】
　手段７によれば、複数の第１施錠部材を施錠側に付勢する付勢部材が個別に設けられて
おり、第１解錠操作がなされた場合には、第１移動部材が付勢部材の付勢力に抗して複数
の第１施錠部材を解錠位置へと移動させ、遊技機本体と取付対象の施錠状態が解除される
。かかる構成とした場合、仮に不正行為者がいずれかの第１施錠部材に針金等を引っかけ
て該第１施錠部材を解錠位置へ移動させたとしても、他の第１施錠部材は付勢部材により
施錠側に付勢されたままである。つまり、このような不正行為が行われたとしても複数の
第１施錠部材のうち一つが解錠位置に移動するに過ぎないため、遊技機本体が取付対象か
ら不正に開放されることを困難なものとすることが可能となる。
【００２４】
　手段８．上記手段１乃至手段７のいずれかにおいて、前記外部操作手段として、所定方
向に回動可能な解錠部材（カム板４１３）を有する解錠操作装置（キーシリンダ４１１）
を設け、前記第１解錠操作として前記解錠部材が一方の向きに回動操作された場合、前記
第１施錠部材を解錠位置に移動させ、前記第２解錠操作として前記解錠部材が他方の向き
に回動操作された場合、前記第２施錠部材を解錠位置に移動させる構成としたことを特徴
とする遊技機。
【００２５】
　手段８によれば、施錠装置には、所定方向に回動可能な解錠部材を有する解錠操作装置
が設けられている。そして、第１解錠操作として解錠部材が一方の向きに回動操作された
場合には、第１施錠部材が解錠位置に移動して遊技機本体と取付対象の施錠状態が解除さ
れ、第２解錠操作として解錠部材が他方の向きに回動操作された場合には、第２施錠部材
が解錠位置に移動して遊技機本体と被覆体の施錠状態が解除される。かかる構成とするこ
とにより、遊技機を設置する遊技場の管理者等は、解錠部材をいずれかの向きに回動操作
すれば遊技機本体又は被覆体の施錠状態を解除することができるため、各解錠操作を比較
的簡単なものとしつつ、遊技機本体又は被覆体を開放する際の作業性を好適に向上させる
ことが可能となる。
【００２６】
　手段９．上記手段８において、前記施錠装置に、前記解錠部材を後ろから覆うカバー部
材（防護カバー４０１）を設けたことを特徴とする遊技機。
【００２７】
　手段９によれば、施錠装置には、解錠部材を後ろから覆うカバー部材が設けられている
。かかる構成とすることにより、解錠部材がいずれかの向きに不正に回動操作されること
を回避することが可能となり、遊技機本体の背面側から不正が行われる機会を低減するこ
とが可能となる。
【００２８】
　手段１０．上記手段１乃至手段９のいずれかにおいて、遊技球を払い出す遊技球払出機
構（払出機構６０２）を前記被覆体に搭載したことを特徴とする遊技機。
【００２９】
　手段１０によれば、被覆体には、遊技球を払い出す遊技球払出機構が搭載されている。
かかる構成とすることにより、例えば遊技場の管理者が遊技機本体の背面側からメンテナ
ンス作業等を行う場合に、被覆体と払出機構を一体で遊技機本体から開放させることが可
能となり、遊技機本体の背面側に被覆体を設けたがために作業性が悪化することを抑制す
ることが可能となる。
【００３０】
　手段１１．手段１乃至手段１０のいずれかにおいて、前記絵柄表示装置として、外周面
に複数の絵柄が付された回転体（リール５４１～５４３）を有してなる回胴装置（リール
装置５０３）を備え、前記遊技機本体の前面側に、前記回転体の回転を開始させるべく操
作される始動操作部材（スタートレバー３３）と、前記回転体の回転を停止させるべく操
作される停止操作部材（ストップスイッチ３５～３７）とを設け、前記制御装置は、前記
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特別遊技状態に移行させるか否かの抽選結果に基づいて前記回転体の停止制御を行うこと
を特徴とする遊技機。
【００３１】
　上述した各手段は、一般に球使用回動式遊技機と称される遊技機において好適に具体化
できる。
【００３２】
　手段１２．上記手段１１において、前記絵柄表示装置と前記制御装置をベース部材（前
面枠５０１）に搭載して絵柄表示ユニット（面替えブロック５）を構成し、該絵柄表示ユ
ニットを前記遊技機本体の背面側に開閉可能に設けると共に、前記被覆体を、前記絵柄表
示ユニットを後ろから覆う構成としたことを特徴とする遊技機。
【００３３】
　手段１２によれば、絵柄表示装置と制御装置がベース部材に搭載されて絵柄表示ユニッ
トを構成されている。かかる構成とすることにより、遊技機を設置する遊技場等において
機種入替を行う場合に、この絵柄表示ユニットを新たな絵柄表示ユニットと交換すればよ
く、機種入替時の作業性を高めることが可能となる。また、被覆体により絵柄表示ユニッ
トを後ろから覆う構成とすることにより、仮に遊技機本体と取付対象の施錠状態が不正に
解除された場合であっても、遊技機本体の背面側から遊技に関わる装置類が露出すること
を回避することが可能となり、遊技機本体の背面側から不正が行われる機会を低減するこ
とが可能となる。
【００３４】
　手段１３．上記手段１２において、前記絵柄表示ユニットと前記被覆体を連結する連結
部材（結合フック部材５３１，５３２）を設け、前記第２解錠操作がなされた場合、前記
絵柄表示ユニットと前記被覆体が共に遊技機後方へ開放する構成としたことを特徴とする
遊技機。
【００３５】
　手段１３によれば、絵柄表示ユニットと被覆体は連結可能な構成となっており、第２解
錠操作がなされた場合には、絵柄表示ユニットと被覆体が共に遊技機後方へ開放する構成
となっている。球使用回胴式遊技機の場合、遊技球を遊技球飛翔領域に発射させる遊技機
と異なり、絵柄表示ユニットの前面側のメンテナンス作業を遊技場の営業時間内に行う機
会は乏しいことが一般的である。故に、絵柄表示ユニットと被覆体を連結すると共にこれ
らが遊技機本体から遊技機後方へ開放される構成、すなわち遊技機本体を取付対象から開
放した後に被覆体を開放することで絵柄表示ユニットの前面側が露出される構成とするこ
とにより、遊技機本体の背面側から不正が行われる機会に加えて、絵柄表示ユニットの前
面側から不正が行われる機会をも低減することが可能となる。さらに、かかる構成におい
て絵柄表示ユニットの背面側を露出させるためには、第２解錠操作に加えて連結部材の連
結を解除する必要がある。故に、絵柄表示ユニットの背面側に不正が行われる機会を好適
に低減することが可能となる。なお、連結部材を、被覆体が遊技機本体から開放された後
に連結解除可能な構成とすれば、より好適に上記不正が行われる機会を低減させることが
可能となる。加えて、絵柄表示ユニットと被覆体を同一軸線上で遊技機本体に支持される
構成とし、それぞれを個別に取り外し可能な構成とすれば、機種入替時の作業性等を高め
ることが可能となる。
【００３６】
　手段１４．手段１乃至手段１０のいずれかにおいて、遊技球飛翔領域（遊技領域）を形
成し、前記絵柄表示装置や入賞装置等（入賞装置等）が設けられた遊技盤を備え、該遊技
盤及び前記制御装置を前記遊技機本体に搭載し、前記制御装置は、遊技球発射手段により
発射された遊技球が前記入賞装置に入賞したことに基づいて前記絵柄の可変表示時間や前
記特別遊技状態に移行させるか否かを決定することを特徴とする遊技機。
【００３７】
　上述した各手段は、一般にパチンコ機と称される遊技機において好適に具体化できる。
【００３８】
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　以下に、遊技球を遊技媒体として用いて遊技を行う遊技球使用回胴遊技機に関する一実
施の形態につき図面に基づいて説明する。
【００３９】
　本実施の形態における遊技機は、遊技に際して遊技媒体（遊技価値）としての遊技球（
例えばパチンコ機と同様の遊技球：パチンコ球）の取込を所定数必要とし、所定条件が成
立した場合には複数の遊技球、場合によっては大量の遊技球が払い出されるよう構成され
ている。本遊技機には、遊技ホール等においてパチンコ機と共通の遊技球供給システムか
ら遊技球の供給がなされるようになっており、パチンコ機が設置される既存の島設備（パ
チンコ島）に本遊技機を設置することが可能となっている。
【００４０】
　まず、遊技機１の外観構成及び内部構造の概略を説明する。ここで、図１は遊技機１の
全体を示す斜視図、図２は遊技機１の正面図、図３及び図４は遊技機１の内部開放状態を
示す斜視図、図５は遊技機１の背面図である。なお以下の説明においては、特に注記しな
い限り、遊技機１の正面から見た状態を基準として左右上下などの方向を記載することと
する。
【００４１】
　遊技機１は、本体枠又は取付対象としての外枠２と、この外枠２に対して前方に回動可
能に取り付けられた遊技機主部３とを有する。外枠２は木製の板材を四辺に連結し構成さ
れるものであって、全体として矩形状をなしている。本遊技機１を遊技ホールに設置する
際には、外枠２が島設備に取り付け固定される。外枠２を合成樹脂やアルミニウム等の金
属によって構成することも可能である。また、図５に示すように、外枠２を構成する四辺
の板材のうち右辺の板材には、その内側上下２カ所に、後述するドアブロック４を閉鎖状
態に保持するための保持金具７ａ，７ｂが設けられている。
【００４２】
　遊技機主部３は、扉体ユニットであるドアブロック４と、絵柄表示ユニットである面替
えブロック５と、遊技球の払出ユニットである払出ブロック６とから構成されている。ド
アブロック４には上下２カ所にヒンジ金具８が設けられており、このヒンジ金具８と外枠
２側の上下２カ所の支持金具９とにより、ドアブロック４（遊技機主部３）が外枠２に対
して回動可能に支持されている。この場合、遊技機１を正面から見て左側に回動軸線が設
けられる構成となっており、遊技機主部３は正面から見て右側を回動先端部として開放さ
れる。以下では、左側を開閉中心側、右側を開放端側とも言う。外枠２に対して遊技機主
部３が閉じた状態では、ドアブロック４の外周縁部の背面が外枠２の前面に当接するよう
になっている。
【００４３】
　面替えブロック５はドアブロック４の背面側に取り付けられ、更に面替えブロック５を
背面側から覆うようにして払出ブロック６が取り付けられている。これら面替えブロック
５と払出ブロック６はドアブロック４の一部にそれぞれ回動可能に支持されており、外枠
２に対してドアブロック４と一体で回動可能となるとともに、ドアブロック４に対して各
々個別に回動可能となる構造を有する。
【００４４】
　ここで、遊技機主部３を構成する上記の各部材について相対的な位置関係と動作状態を
簡単に説明する。図６は遊技機主部３を模式的に示す図面であり、（ａ）は遊技機主部３
を背面側から見た図、（ｂ），（ｃ）はドアブロック４に対する面替えブロック５と払出
ブロック６の開放動作状況を示す図である。
【００４５】
　（ａ）に示すように、ドアブロック４に対して面替えブロック５や払出ブロック６を開
放動作させるための軸線ＡＸ１が図の右側すなわちドアブロック４と同じ開閉中心側に設
定されている。この軸線ＡＸ１は、面替えブロック５を支持するための軸線と払出ブロッ
ク６を支持するための軸線とを兼ねるものとなっている。この場合、図示のＭ１１，Ｍ１
２は面替えブロック５を支持するための支持手段であり、Ｍ２１，Ｍ２２，Ｍ２３は払出
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ブロック６を支持するための支持手段である。つまり、面替えブロック５用の支持手段Ｍ
１１，Ｍ１２は同軸となるよう上下各位置に設けられるとともに、払出ブロック６用の支
持手段Ｍ２１～Ｍ２３も同様に同軸となるよう上下各位置に設けられており、払出ブロッ
ク６用の支持手段Ｍ２１，Ｍ２２に挟まれるようにして前記支持手段Ｍ１１，Ｍ１２が配
置されている。また特に、これら各ブロック５，６の各支持手段は全て同軸となるよう設
けられている。
【００４６】
　上記構成により、（ｂ），（ｃ）の各動作が可能となっている。（ｂ）では、ドアブロ
ック４に対して面替えブロック５と払出ブロック６とを一体的に開放動作させている。ま
た（ｃ）では、（ｂ）の状態から、面替えブロック５と払出ブロック６とを分離させ、面
替えブロック５を前方側に回動動作させている。
【００４７】
　（ドアブロック４の説明）
　次に、ドアブロック４を図７等を用いて詳細に説明する。ここで、図７はドアブロック
４を後方から見た斜視図、図８，図９はドアブロック４の主要な構成を分解してそれらを
前方から及び後方から示す斜視図である。なお以下のドアブロック４の説明では、図７～
図９以外にも、前述の図１や図２等を適宜用いることとする。
【００４８】
　ドアブロック４において、前扉体１１は、前記外枠２とほぼ同等の大きさ（縦寸法及び
横寸法）を有し、その背面側に重なるようにして内枠１２が取り付けられている。前扉体
１１及び内枠１２はいずれも合成樹脂材料により成形されており、背後より複数箇所でネ
ジ締めすることにより結合されている。ただし、ドアブロック４の剛性を高めるべく、内
枠１２を金属材料により成形することも可能である（例えばアルミダイキャストにより成
形する）。
【００４９】
　そして、前扉体１１及び内枠１２の背面側から透明パネル１３やパネル支持部材１４が
組み付けられている。また、前扉体１１及び内枠１２の背面側には、上皿ユニット１５や
取込ユニット１６が装着されている。
【００５０】
　（前扉体１１の説明）
　前扉体１１は、後述するリール図柄や液晶図柄等を視認可能とする図柄視認部、遊技に
際し遊技者により手動操作される操作部、上皿部で余剰となった遊技球などを貯留するた
めの下皿部などを備える。以下、前扉体１１と内枠１２とを拡大して示す斜視図（図１０
，図１１）等を参照して前扉体１１の詳細な構成を説明する。
【００５１】
　すなわち、図１０等に示すように、前扉体１１の上半部には、図柄視認部として略台形
状をなす視認窓２１が形成されている。この視認窓２１には、平坦な透明板よりなりかつ
視認窓２１とほぼ同形状をなす透明パネル１３（図８参照）がはめ込まれるようになって
おり、この透明パネル１３を介してその内方が視認可能となっている。視認窓２１は、前
扉体１１においてその前面部のほぼ上半分の領域で設けられており、こうした比較的大型
に構成される視認窓２１によれば、大型の液晶表示装置を用いた画像の表示演出によって
遊技者に多大なインパクトを与えることが可能になることに加え、本遊技機１の主表示装
置たるリール装置の図柄の視認性が良好なものとなっている。
【００５２】
　ここで、透明パネル１３は、前扉体１１に対して背面側から取り付けられ、パネル支持
部材１４により固定されるようになっている。詳しくは、パネル支持部材１４は、視認窓
２１や透明パネル１３と同形状の開口部を有する枠体として構成されており、その左右上
下の各枠部分にはそれぞれネジ孔等を有する固定支持部１４ａが形成されている。かかる
場合、前扉体１１に対して内枠１２を組み付けた状態で、その背面側から透明パネル１３
とパネル支持部材１４とを装着し、固定支持部１４ａにおいてネジ締め等を行うことより
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パネル支持部材１４を固定する。これにより、前扉体１１の視認窓２１を囲む周囲部分と
パネル支持部材１４とにより透明パネル１３の周縁部が挟持され、前扉体１１に対する透
明パネル１３の装着が完了する。
【００５３】
　前扉体１１の前面側において、視認窓２１の左右側方部及び上方部には囲い部２３が設
けられており、この囲い部２３には中央ランプ部２４と左右一対の側方ランプ部２５とが
設けられるとともに、前扉体１１の右上隅部及び左上隅部にスピーカ部２６が設けられて
いる。遊技に際しては、これらランプ部２４，２５やスピーカ部２６により、その都度の
遊技状況に応じたランプ演出や音声演出等が行われる。すなわち、ランプ部２４，２５に
よる発光色や発光パターンを適宜変更したり、スピーカ部２６による音声パターンを適宜
変更したりすることで、役の成立等が遊技者に告知される。また、このランプ部２４，２
５やスピーカ部２６を用いて、エラー告知等を行うことも可能である。
【００５４】
　ちなみに、前記視認窓２１は、前扉体１１の左右幅に対して囲い部２３（左右の側方ラ
ンプ部２５）を除く範囲で設けられており、故に視認窓２１は左右に幅広いものとなって
いる。また言い加えると、視認窓２１は、後述するリール装置や液晶装置の横幅よりも幅
広となっている。
【００５５】
　視認窓２１の下方には、遊技者により操作される各種操作部材等を配備した操作部３０
が設けられている。この操作部３０は、全体として横長状をなしかつ僅かに弧状をなす前
面板部３１を有し、その前面板部３１には、スタートレバー３３が設けられるとともに、
３連ボタンからなるストップスイッチ３５，３６，３７が設けられている。また、前面板
部３１の上端部において、向かって左寄りの位置（概ねスタートレバー３３と左側のスト
ップスイッチ３５との間）には、前面板部３１から後方に出っ張るようにしてベットスイ
ッチ取付板部３２が形成されており、その取付板部３２にボタン状のベットスイッチ３８
が取り付けられている。
【００５６】
　ベットスイッチ３８は、遊技者によるベット（賭数）の設定を行わせるものであり、そ
の押し操作により上皿１５１に貯留された遊技球が所定個数分取り込まれる。本実施の形
態では、ベットスイッチ３８として、いわゆるＭＡＸベットスイッチを設けており、有効
な１回の押し操作により３ベット相当（１５個分）の遊技球が取り込まれる。ベットスイ
ッチ３８は、投資価値としての遊技球の投入を指令する投入指令手段を構成する。なお、
ＭＡＸベットスイッチとしてのベットスイッチ３８の他に、１ベットスイッチや２ベット
スイッチを設ける構成であっても良い。ちなみに、１ベットスイッチは、１回の押し操作
により１ベット相当（５個分）の遊技球を取り込ませるためのベットスイッチであり、２
ベットスイッチは、１回の押し操作により２ベット相当（１０個分）の遊技球を取り込ま
せるためのベットスイッチである。
【００５７】
　スタートレバー３３は、後述するリール装置５０３の各リール（回転体）を回転開始さ
せるための操作部材であり、各リールを回転開始、すなわち図柄の可変表示を開始させる
べく操作される始動操作手段を構成する。
【００５８】
　ストップスイッチ３５～３７は、停止対象となるリール（左、中、右の三列のリール）
に対応するよう設けられており、回転中の各リールを個別に停止させるために操作される
停止操作手段を構成する。各ストップスイッチ３５～３７は、各リールが定速回転となる
と停止操作可能な状態となり、その状態で押し操作される。また、停止操作可能な状態中
には図示しないランプが点灯表示されることによって停止操作が可能であることが報知さ
れ、各リールの回転が停止すると消灯されるようになっている。
【００５９】
　操作部３０の後方には、前記前面板部３１とほぼ同じ長さを有し上方に開口した横長状
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の開口部４１が形成されている。この開口部４１は、前扉体１１に上皿ユニット１５を装
着した場合に上皿１５１を配するための開口領域であり、開口部４１の左右方向の幅寸法
は上皿１５１の左右方向の幅寸法に概ね合致し、同開口部４１の前後方向の幅寸法は上皿
１５１の前後方向の幅寸法よりも若干短いものとなっている。
【００６０】
　操作部３０の前面板部３１には、正面から見て右下部に切欠部４２が形成されている。
この切欠部４２は、後述する排出操作伝達装置１５４の操作レバー１９８を設置するため
の設置スペースとなっている。
【００６１】
　前記視認窓２１（透明パネル１３）と操作部３０との間には、左右方向に延びる横長窓
部５０が設けられている。横長窓部５０は、視認窓２１（透明パネル１３）よりも奥側に
位置し、その左右方向の長さは視認窓２１の左右方向の長さとほぼ同じとなっている。横
長窓部５０の右方には上下２つの小穴５１，５２が設けられている。この小穴５１，５２
は、後述する操作スイッチ５１８，５１９を露出させて押し操作可能とするための孔部で
ある。
【００６２】
　前扉体１１において、横長窓部５０の左右の側方部には、その上方の囲い部２３に比し
て奥側に後退するようにして弧状の凹み部６１が設けられている。開放端側の凹み部６１
には前後に貫通するキーシリンダ設置孔６２が設けられており、そのキーシリンダ設置孔
６２からキーシリンダ４１１のキー孔４１２が視認できる構成となっている。
【００６３】
　図１等で確認できるとおり左右の凹み部６１は上皿１５１の直ぐ上方に位置する。その
ため、仮に遊技ホールにおいて球貸しユニットから延びる球貸しノズル（いわゆる象の鼻
）を介して上皿１５１に遊技球が貸し出されるような場合にも、その球貸しノズルと前扉
体１１との干渉を回避することができる。故に、遊技ホールでの設置状況を考えても有益
な構成となっている。
【００６４】
　更に、前扉体１１において、操作部３０の下方には、前記囲い部２３及び凹部６１に意
匠形状が連続するようにして膨出部７０が形成されており、その膨出部７０に囲まれるよ
うにして下皿７１と灰皿７２が形成されている。膨出部７０に囲まれた奥壁部７３には下
皿排出口７４とスピーカ穴７５とが形成されている。上皿１５１やその上流通路に遊技球
が満タンに貯留されている状態であって更に払出装置から遊技球が払い出される場合、或
いは、上皿１５１内に貯留されている遊技球に対して球抜き操作が行われる場合には、下
皿排出口７４を介して下皿７１に遊技球が排出される。
【００６５】
　下皿７１の底部には開口が形成されており、その開口には開閉板７６が設けられている
。また、膨出部７０の略中央部には下皿用の球抜き操作片７７が設けられている。球抜き
操作片７７は、下皿７１に貯留している遊技球を下皿７１の下方に置かれた球収容箱（い
わゆるドル箱）に排出するための操作片であり、図示する通常位置から左方に操作される
ことで前記開閉板７６が開位置にスライド移動し、下皿７１内の遊技球の排出が行われる
。その他、膨出部７０において下皿７１の左右両側方には下皿ランプ部７８が設けられて
いる。
【００６６】
　図１１に示すように、前扉体１１の背面側の構成として、前記視認窓２１の左右両側に
は前記側方ランプ部２５を収容するランプ収容部９１が設けられている。ランプ収容部９
１は略角柱状をなしており、透明パネル１３を前扉体１１に取り付ける際にはランプ収容
部９１の内側面に沿うようしてパネル支持部材１４が装着されるようになっている。
【００６７】
　また、前扉体１１の背面側上部位置には左右一対の上部スピーカ９２が設けられている
。上部スピーカ９２は、前扉体１１の前面側に設けたスピーカ部２６の後方に設けられる
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音源であり、この上部スピーカ９２の音声がスピーカ部２６から遊技機前方に発せられる
ようになっている。
【００６８】
　前扉体１１の背面側から見て横長窓部５０の下方には、上皿ユニット１５の上皿１５１
を収容するための上皿収容部９３が設けられている。上皿収容部９３は、左右方向に延び
、その前方で前記開口部４１（前扉体１１の前面側の開口領域）に通じるように設けられ
ている。
【００６９】
　（内枠１２の説明）
　図１０や図１１に示すように、内枠１２は、前扉体１１と相似形をなす矩形状をなして
おり、概ね等しい細幅の左枠部１０１、右枠部１０２及び上枠部１０３と、それらよりも
広幅の下枠部１０４とを有する。これら各枠部１０１～１０４に囲まれる部位が中央開口
部１０５となっており、内枠１２の背面側には、下枠部１０４の上縁部の一部を除く範囲
で中央開口部１０５を囲むようにして一定高さのリブ１０６が形成されている。ただし、
左枠部１０１には軸金具１１１～１１３が設けられており、その軸金具１１１～１１３に
よって面替えブロック５や払出ブロック６が支持されることから、左枠部１０１のリブ１
０６に関しては剛性を高めるべく比較的肉厚に形成されている。
【００７０】
　また、内枠１２の前面側において、上枠部１０３には、前記中央ランプ部２４の光源と
なるランプ類を実装したランプ基板１０７が取り付けられるとともに、その背面側に音声
ランプ中継基板１０８が取り付けられている。
【００７１】
　ここで、前扉体１１に内枠１２を組み付けた状態では、ランプ基板１０７は前扉体１１
の中央ランプ部２４の後方に隠れるが、本実施の形態では特に、前扉体１１の上側一部分
を分離させて取り外し可能とし、その後方のランプ基板１０７やその他上部スピーカ９２
などのメンテナンス等を容易なものとしている。すなわち、図１２に示すように、前扉体
１１の前面部は、中央ランプ部２４及びスピーカ部２６を含む範囲で分割されて構成され
ており、前扉体１１（ドアブロック４）に対して分離可能な部位が上部カバー体９４とな
っている。上部カバー体９４を固定する固定手段としては、前扉体１１及び内枠１２に複
数のネジ付け部１０９が設けられており、内枠１２の後方よりネジ締結が行われるように
なっている。実際には、上１カ所、左右２カ所ずつの計５カ所にネジ付け部１０９が設け
られている。なお、図１２の符号１０７ａは、上部カバー体９４を固定するための差込孔
である。この差込孔１０７ａをネジ締め付け孔として用いることも可能である。
【００７２】
　上部カバー体９４において、中央ランプ部２４には有色の透明又は半透明パネルが組み
込まれており、当該パネルを通じてランプ基板１０７による発光が遊技機前方にて確認で
きるようになっている。また、スピーカ部２６には多数のスリットが形成されており、こ
のスリットを通じて上部スピーカ９２による音声が遊技機前方にて確認できるようになっ
ている。
【００７３】
　本構成によれば、上部カバー体９４を取り外すことにより、ランプ基板１０７や上部ス
ピーカ９２を露出させることができる。この場合、ドアブロック４を開放状態としたまま
でなくても、ランプ基板１０７上のランプ類や上部スピーカ９２の修理や交換などを行う
ことができる。
【００７４】
　前述したように本遊技機１は、正面から見て左側に回動軸線が設けられる構成となって
おり、上枠部１０３と下枠部１０４には前述のヒンジ金具８が上下２カ所に取り付けられ
ている。このとき、前述した上部スピーカ９２はヒンジ金具８の前方に位置し、上部スピ
ーカ９２は前寄りに設けられることとなる。かかる構成において、上部カバー体９４が前
外し可能であるため、上部スピーカ９２のメンテナンスが容易となる。また、左右の上部
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スピーカ９２が各々隅部に設けられているため、その間のランプ基板１０７（中央ランプ
部２４）が幅広に形成できるようになっている。更に、同じく左右の上部スピーカ９２が
各々隅部に設けられているため、視認窓２１を拡大することができ、図柄等の表示領域を
拡張することが可能となる。限られた領域内で各種の表示等を行う場合には、上記のよう
な構成が有効であると考えられる。
【００７５】
　左枠部１０１において、リブ１０６の先端部には上下３カ所に軸金具１１１，１１２，
１１３が所定間隔を隔てて取り付けられている。これら軸金具１１１～１１３は、面替え
ブロック５や払出ブロック６を回動可能に支持するための金具部材である。軸金具１１１
～１１３はいずれも略コ字状をなしており、軸金具１１１には上下に軸受け部１１１ａ，
１１１ｂが形成され、軸金具１１２には上下に軸受け部１１２ａ，１１２ｂが形成され、
軸金具１１３には上下に軸受け部１１３ａ，１１３ｂが形成されている。軸金具１１１～
１１３の各軸受け部１１１ａ，１１１ｂ，１１２ａ，１１２ｂ，１１３ａ，１１３ｂには
軸孔が形成されており、軸金具１１１～１１３は全ての軸孔が何れも同一の軸線上に配置
されるようリブ１０６に固定されている。
【００７６】
　かかる場合、軸金具１１１の下側の軸受け部１１１ｂと軸金具１１２の上側の軸受け部
１１２ａとが面替えブロック５を支持するための面替えブロック支持手段に相当し、軸金
具１１１の上側の軸受け部１１１ａと軸金具１１２の下側の軸受け部１１２ｂと軸金具１
１３の下側の軸受け部１１３ｂとが払出ブロック６を支持するための払出ブロック支持手
段に相当する。
【００７７】
　また、右枠部１０２には、ドアブロック４及び払出ブロック６を開放不能な施錠状態で
保持するための施錠装置１２０が設けられている。
【００７８】
　ここで、施錠装置１２０の構成をより詳細に説明する。図１３は施錠装置１２０を遊技
機１の背面側から見た図、図１４は施錠装置１２０を遊技機１の開放端側から見た図であ
る。また、図１５は防護カバー４０１が取り外された状態の施錠装置１２０を遊技機１の
背面側から見た図、図１６は防護カバー４０１が取り外された状態の施錠装置１２０を遊
技機１の開放端側から見た図、図１７は防護カバー４０１が取り外された状態の施錠装置
１２０を遊技機１の開閉中心側から見た図である。
【００７９】
　施錠装置１２０は、鋼板にて形成された縦長の基枠４００を有している。基枠４００は
、縦長に延びる基枠固定部４００ａと、基枠固定部４００ａの開閉中心側端部（図１３に
おける右端部）から起立するようにして折り曲げ形成された部材取付部４００ｂとを有し
、横断面略Ｌ字状をなしている。部材取付部４００ｂには、図１３に示すように、その先
端部から開閉中心側に向けて返し部４７１が形成されている。本実施形態の施錠装置１２
０は、例えば図１１に示すように、部材取付部４００ｂが右枠部１０２のリブ１０６に沿
うようにして基枠固定部４００ａを右枠部１０２の背面側にネジ止め固定させ、返し部４
７１を右枠部１０２のリブ１０６にネジ止め固定させることにより、内枠１２に取り付け
られるようになっている。かかる場合、基枠固定部４００ａは、施錠装置１２０を右枠部
１０２に固定させる固定部材としての機能と、内枠１２の右枠部１０２を補強する補強部
材としての機能とを有している。また、基枠４００を横断面略Ｌ字状に形成することによ
り、施錠装置１２０自体の剛性を確保すると共に、右枠部１０２を補強する補強部材とし
ての機能を高めることが可能となる。加えて、内枠１２に取り付けるための基枠固定部４
００ａ及び返し部４７１を形成することにより、遊技機１の後方から施錠装置１２０をネ
ジ止め固定することができる。故に、部材取付部４００ｂを右枠部１０２のリブ１０６に
ネジ止め固定する構成と比して、施錠装置１２０の取り付け作業を容易なものとすること
ができる。なお、部材取付部４００ｂは、内枠１２の背面側を開閉中心側と開放端側とに
区画する機能をも有している。
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【００８０】
　基枠固定部４００ａの中央下部には、施錠装置１２０の解錠機構を覆い隠すようにして
防護カバー４０１が取り付けられている。また、基枠固定部４００ａの当該部位には、図
１５～図１７に示すように、解錠操作を行うための解錠操作装置たるキーシリンダ４１１
が取り付けられている。
【００８１】
　キーシリンダ４１１は、図１５，図１６に示すように、基枠固定部４００ａに当該キー
シリンダ４１１を固定するための固定部４１１ａと、該固定部から一方に向けて延びる円
筒状の錠軸部４１１ｂを有しており、該錠軸部４１１ｂの先端面には、外部から所定のキ
ー操作を行うためのキー孔４１２（図２参照）が形成されている。そして、キーシリンダ
４１１は、例えば図１６に示すように、基枠固定部４００ａから錠軸部４１１ｂが突出し
た状態で基枠固定部４００ａに固定されており、内枠１２が前扉体１１に組み付けられた
場合、前扉体１１のキーシリンダ設置孔６２からキー孔４１２が露出するようになってい
る。錠軸部４１１ｂの基端面には、キー操作に伴って回動するカム板４１３が設けられて
いる。カム板４１３は、当該カム板４１３の上部から開閉中心側に向かって突出形成され
た第１係合爪部４１３ａと、カム板４１３の下部から開閉中心側に向かって突出形成され
た第２係合爪部４１３ｂとを備えている。なお、キーシリンダ１２０として、不正解錠防
止機能の高いオムロック（登録商標）を用いる構成としても良い。
【００８２】
　部材取付部４００ｂの開放端側の側面（図１５における左側面）には、図１５，図１６
に示すように、施錠部材としての第１鉤金具４２１，４２２が上下２箇所に取り付けられ
ている。各第１鉤金具４２１，４２２には、中央上部に鉤凹部４２１ａ，４２２ａが形成
されると共に、該鉤凹部４２１ａ，４２２ａから第１鉤金具４２１，４２２先端に向けて
下方に傾斜する傾斜部４２１ｂ，４２２ｂが形成されている。また、各第１鉤金具４２１
，４２２の基端部には、開放端側に向けて起立する起立片４２１ｃ，４２２ｃが形成され
ている。各第１鉤金具４２１，４２２は、その基端部中央に部材取付部４００ｂのピン部
材４２３ａ，４２３ｂが挿通されることにより、部材取付部４００ｂに対して個別に回動
可能に支持されている。
【００８３】
　部材取付部４００ｂの開放端側の側面（図１５における左側面）には、図１５，図１６
に示すように、両第１鉤金具４２１，４２２を部材取付部４００ｂと挟むようにして、移
動部材としての第１連動杆４３１が取り付けられている。第１連動杆４３１は、鋼板にて
全体として長尺板状に形成されると共に、キーシリンダ４１１の固定部４１１ａと対応し
た位置に凹み部４３１ａが形成されている。この凹み部４３１ａには、キーシリンダ４１
１の第１係合爪部４１３ａ及び第２係合爪部４１３ｂと対応する位置に、上下に並ぶよう
にして２つの係合孔４３２ａ，４３２ｂが形成されている。また、凹み部４３１ａの中央
部には、遊技機１後方（図１６における右方）に向けて突出する突出片４３３が形成され
ている。第１連動杆４３１の下部には、下側の第１鉤金具４２２の鉤凹部４２２ａを上方
から塞ぐようにして延出板部４３４が形成されている。
【００８４】
　図１６に示すように、第１連動杆４３１には、上下方向に延びるガイド孔４３５が上下
２カ所に形成されている。第１連動杆４３１は、部材取付部４００ｂに固定されたピン部
材４３６がガイド孔４３５に挿通されることにより、部材取付部４００ｂに対してガイド
孔４３５の長さ分だけ上下方向に移動可能に取り付けられている。また、第１連動杆４３
１には、各第１鉤金具４２１，４２２の起立片４２１ｃ，４２２ｃと対応する位置に、上
下方向に延びるスリット孔４３７が形成されている。したがって、第１連動杆４３１が部
材取付部４００ｂに取り付けられた際には、図１３等に示すように、各起立片４２１ｃ，
４２２ｃがスリット孔４３７から開放端側に突出することとなる。これら起立片４２１ｃ
，４２２ｃと基枠固定部４００ａの間には、各第１鉤金具４２１，４２２を下向きに付勢
するコイルばね４３８ａ，４３８ｂがそれぞれ掛けられている。スリット孔４３７につい
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てより詳しく説明すると、該スリット孔４３７は、第１連動杆４３１が上方に移動した場
合に起立片４２１ｃ，４２２ｃと係合するように、且つ、第１連動杆４３１が下方に移動
した場合に起立片４２１ｃ，４２２ｃと係合しないように形成されている。つまり、第１
鉤金具４２１，４２２は、第１連動杆４３１が上方に移動した場合、起立片４２１ｃ，４
２２ｃに上向きの外力が加わり、ピン部材４２３ａ，４２３ｂを軸として基端部が上方に
先端部が下方に移動する。
【００８５】
　ここで、外枠２の保持金具７ａ，７ｂ（図５参照）は、第１鉤金具４２１，４２２の鉤
凹部４２１ａ，４２２ａと対応する位置に設けられており、各保持金具７ａ，７ｂの高さ
寸法が下側の鉤凹部４２２ａの下縁部から延出板部４３４の下縁部までの高さ寸法より若
干小さくなるように形成されている。
【００８６】
　部材取付部４００ｂの開閉中心側の側面（図１５における右側面）には、図１７に示す
ように、移動部材としての第２連動杆４４１が取り付けられている。第２連動杆４４１は
、鋼板にて全体として長尺板状に形成されており、部材取付部４００ｂの先端部（図１７
における左端）より内側に入り込むようにして取り付けられている。したがって、開放端
側から施錠装置１２０を見た場合（図１４参照）、第２連動杆４４１が部材取付部４００
ｂに隠れるようになっている。
【００８７】
　第２連動杆４４１には、上下方向に延びるガイド孔４４２が上中下３カ所に形成されて
いる。第２連動杆４４１は、部材取付部４００ｂに固定されたピン部材４４３がガイド孔
４４２に挿通されることにより、部材取付部４００ｂに対してガイド孔４４２の長さ分だ
け上下方向に移動可能に取り付けられている。第２連動杆４４１の下部には、第１連動杆
４３１の突出片４３３と対応する位置に、開放端側に向けて起立する係合片４４４が折り
曲げ形成されている（図１５，図１６参照）。また、部材取付部４００ｂには、第２連動
杆４４１の係合片４４４と対応する位置に、上下方向に延びるスリット孔４０２が形成さ
れている。したがって、第２連動杆４４１が部材取付部４００ｂに取り付けられた際には
、図１５に示すように、スリット孔４０２から係合片４４４が開放端側に突出することと
なる。スリット孔４０２についてより詳しく説明すると、該スリット孔４０２は、第２連
動杆４４１が上下方向に移動する場合に、これに伴う係合片４４４の移動を阻害しないよ
うに形成されている。図１６に示すように、部材取付部４００ｂには、スリット孔４０２
の上方に切欠き部４０３が形成されており、第２連動杆４４１は、その一部が切欠き部４
０３から開放端側に露出するようになっている。そして、第２連動杆４４１と部材取付部
４００ｂの間には、第２連動杆４４１を上向きに付勢するコイルばね４４５が掛けられて
いる。
【００８８】
　ここで、第１鉤金具４２１，４２２及び各連動杆４３１，４４１の初期位置について説
明する。図１６に示すように、第２連動杆４４１は、コイルばね４４５の付勢力により上
方に引き上げられ、係合片４４４がスリット孔４０２の上縁部と当接する位置で保持され
る。第１鉤金具４２１，４２２はコイルばね４３８ａ，４３８ｂの付勢力により基端部（
起立部４２１ｃ，４２２ｃ）が下方に引き下げられ、これに連動して第１連動杆４３１も
下方に引き下げられる。そして、第１鉤金具４２１，４２２及び第１連動杆４３１は、第
１連動杆４３１の突出片４３３と第２連動杆４４１の係合片４４４が係合する位置で保持
される。なお、図示は省略したが、部材取付部４００ｂの開放端側の側面には、第１鉤金
具４２１，４２２の起立部４２１ｃ，４２２ｃが初期位置より下方に移動することを規制
する規制部が設けられている。
【００８９】
　図１７に示すように、第２連動杆４４１の上下両端部には、第２鉤金具部４５１，４５
２が形成されている。各第２鉤金具部４５１，４５２には、中央上部に鉤凹部４５１ａ，
４５２ａが形成されると共に、該鉤凹部４５１ａ，４５２ａから第２鉤金具部４５１，４
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５２先端に向けて下方に傾斜する傾斜部４５１ｂ，４５２ｂが形成されている。
【００９０】
　部材取付部４００ｂの返し部４７１には、図１６，図１７に示すように、第２鉤金具部
４５１，４５２の初期位置と対応する位置に、上下一対の張出突片部４０４，４０５が形
成されている。張出突片部４０４，４０５は、上下方向に延びる起立壁部４０４ａ，４０
５ａと、該起立壁部４０４ａ，４０５ａから第２鉤金具部４５１，４５２と同じ向きに向
かって延びる張出壁部４０４ｂ，４０５ｂとを有している。張出壁部４０４ｂ，４０５ｂ
は、第２鉤金具部４５１，４５２を開放端側から覆うように形成されている。張出壁部４
０４ｂ，４０５ｂの上縁部は、第２鉤金具部４５１，４５２の鉤凹部４５１ａ，４５２ａ
下縁部とほぼ同じ高さの位置で水平に延びる平坦部４０４ｃ，４０５ｃと、該平坦部４０
４ｃの先端から第２鉤金具部４５１，４５２の傾斜部４５１ｂ，４５２ｂとほぼ同じ向き
に傾斜する案内部４０４ｄ，４０５ｄとより形成されている。つまり、張出壁部４０４ｂ
，４０５ｂは、第２鉤金具部４５１，４５２が初期位置にある場合に、第２鉤金具部４５
１，４５２のうち鉤凹部４５１ａ，４５２ａより下側の領域を開放端側から隠すように形
成されているとも言える。
【００９１】
　下側の張出突片部４０５には、下側の第２鉤金具部４５２の上方に延出壁部４０６が形
成されている。この延出壁部４０６は、下側の第２鉤金具部４５２の鉤凹部４５２ａを上
方から塞ぐようにして形成されている。詳細は後述するが、払出ブロック６には、第２鉤
金具部４５１，４５２の鉤凹部４５１ａ，４５２ａと対応する位置に、ドアブロック４と
払出ブロック６を閉鎖状態に保持するための係止片６７３，６７４が設けられている（図
４７参照）。
【００９２】
　次に、操作キーの回動操作に伴う施錠装置１２０の動作について図１８及び図１９を用
いて説明する。図１８（ａ）は施錠装置１２０の初期状態を示す図であり、図１８（ｂ）
は操作キーを時計回りに回動操作された場合の施錠装置１２０の動作を示す図である。ま
た、図１９（ａ）は施錠装置１２０の初期状態を示す図であり、図１９（ｂ）は操作キー
を反時計回りに回動操作された場合の施錠装置１２０の動作を示す図である。なお、図１
８及び図１９では、各部材の動作を示すため、防護カバー４０１を取り外した状態の施錠
装置１２０を示している。
【００９３】
　図１８では、図示しない操作キーをキーシリンダ４１１に差し込んで時計回りに回動操
作している。すると、図１８（ｂ）に示すように、操作キーの回動操作に連動してカム板
４１３も時計回りに回動する。すなわち、遊技機１の背面側から施錠装置１２０を見た場
合、キーシリンダ４１１のカム板４１３は反時計回りに回動する。これに伴い、カム板４
１３の第２係合爪部４１３ｂが第１連動杆４３１に形成された下側の係合孔４３２ｂと係
合し、第１連動杆４３１がコイルばね４３８ａ，４３８ｂの付勢力に抗して上方に移動す
る。これに伴い両第１鉤金具４２１，４２２の起立部４２１ｃ，４２２ｃも第１連動杆４
３１に連動して上方に移動し、両第１鉤金具４２１，４２２の先端部が下方に移動する。
この結果、両第１鉤金具４２１，４２２の鉤凹部４２１ａ，４２２ａが下方に移動する。
その後、操作キーの回動操作が解除された場合、コイルバネ４３８ａ，４３８ｂの付勢力
により第１連動杆４３１と第１鉤金具４２１，４２２が図１８（ａ）に示す初期状態に復
帰する。
【００９４】
　図１９では、図示しない操作キーをキーシリンダ４１１に差し込んで反時計回りに回動
操作している。すると、図１９（ｂ）に示すように、操作キーの回動操作に連動してカム
板４１３も反時計回りに回動する。すなわち、遊技機１の背面側から施錠装置１２０を見
た場合、キーシリンダ４１１のカム板４１３は時計回りに回動する。これに伴い、カム板
４１３の第１係合爪部４１３ａが第１連動杆４３１に形成された上側の係合孔４３２ａと
係合し、第１連動杆４３１が下方に移動する。このとき、第２連動杆４４１の係合片４４
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４には第１連動杆４３１の突出片４３３から下向きに外力が加わるため、第２連動杆４４
１は第１連動杆４３１に連動して下方に移動する。この結果、第２連動杆４４１に形成さ
れた両第２鉤金具部４５１，４５２も第２連動杆４４１と共に下方に移動し、両第２鉤金
具部４５１，４５２の鉤凹部４５１ａ，４５２ａが下方に移動する。そして、第２連動杆
４４１の位置が、第２連動杆４４１の係合片４４４が部材取付部４００ｂに形成されたス
リット孔４０２の下縁部に当接する位置となった場合、両第２鉤金具部４５１，４５２の
鉤部上端は、張出突片部４０４，４０５の平坦部４０４ｃ，４０５ｃより下方の位置に移
動する。その後、操作キーの回動操作が解除された場合、コイルバネ４４５の付勢力によ
り第１連動杆４３１と第２連動杆４４１が図１９（ａ）に示す初期状態に復帰する。ちな
みに、両第１鉤金具４２１，４２２は、部材取付部４００ｂに設けられた規制部（図示略
）により各起立部４２１ｃ，４２２ｃが初期位置より下方に移動することを規制されてい
るため、第１連動杆４３１が下方に移動した場合、初期位置から移動しない。
【００９５】
　以上のとおり、本実施形態における施錠装置１２０は、第１連動杆４３１と第２連動杆
４４１の上下方向への移動に連動して第１鉤金具４２１，４２２と第２鉤金具部４５１，
４５２が移動する構成となっており、第１連動杆４３１と第２連動杆４４１により解錠機
構が構成されている。また、第１連動杆４３１は、凹み部４３１ａに形成された係合孔４
３２ａ，４３２ｂとカム板４１３の各係合爪部４１３ａ，４１３ｂとの係合によって移動
し、第２連動杆４４１は、第１連動杆４３１の突出片４３３と第２連動杆４４１の係合片
４４４との係合によって移動する。そこで、例えば図１４に示すように、これらを防護カ
バー４０１によって覆うことにより、操作キーを用いることなく第１鉤金具４２１，４２
２や第２鉤金具部４５１，４５２を移動させる不正行為を抑制することが可能となる。
【００９６】
　図１３等で確認できるように、基枠固定部４００ａのキーシリンダ４１１取付部位（基
枠固定部４００ａの中央下部）には、防護カバー４０１が取り付けられている。防護カバ
ー４０１は、基枠固定部４００ａと部材取付部４００ｂを覆うように形成されている。基
枠固定部４００ａには、防護カバー４０１を取り付けるための位置決め部とネジ孔がキー
シリンダ４１１の上下に形成されている。防護カバー４０１は、例えば図７に示すように
、遊技機１の後方から基枠固定部４００ａの位置決め部で位置決めした後にネジ止め固定
させることにより、基枠固定部４００ａに取り付けられるようになっている。これにより
、施錠装置１２０において、キーシリンダ４１１の基端面に設けられるカム板４１３と、
カム板４１３の第１係合爪部４１３ａ及び第２係合爪部４１３ｂが係合される第１連動杆
４３１の凹み部４３１ａと、凹み部４３１ａの突出片４３３が係合される第２連動杆４４
１の係合片４４４とが防護カバー４０１によって覆われるようになっている。
【００９７】
　図１１に示すように、下枠部１０４には、取込ユニット１６を収容するための取込ユニ
ット収容部１４１が形成されている。この取込ユニット収容部１４１は、取込ユニット１
６を載置した状態で、その奥側（遊技機１で言えば前側）及び左右両側を囲むようにして
保持するユニット保持部である。取込ユニット収容部１４１の底部には、取込ユニット１
６にて取り込まれた遊技球を排出するための球排出室１４２が形成されており、球排出室
１４２に回収された遊技球は図示しない排出通路を介して遊技機外部（遊技ホールの島設
備など）に排出されるようになっている。また、取込ユニット収容部１４１の左方（背面
側から見て左方）には、取込ユニット１６に一旦導かれた後に下皿７１に排出される遊技
球（すなわち、遊技者に返還される遊技球）を通過させるための排出通路１４３が形成さ
れており、この排出通路１４３に流れ込む遊技球は、内枠１２の前面側に開口する開口部
１４４及び前扉体１１の下皿排出口７４を経由して下皿７１に排出されるようになってい
る。また、取込ユニット収容部１４１の右方（背面側から見て右方）には、下皿７１に通
じる下皿連通路１４５が形成されており、この下皿連通路１４５に流れ込む遊技球は、前
記排出通路１４３に流れ込む遊技球と同様、内枠１２の開口部１４４及び前扉体１１の下
皿排出口７４を経由して下皿７１に排出されるようになっている。
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【００９８】
　下枠部１０４にはスピーカ１４６が設けられている。スピーカ１４６は、前記前扉体１
１のスピーカ穴７５から前方に露出し、これにより音声が前方に発せられる。
【００９９】
　内枠１２の背面側において、その右上隅部とスピーカ１４６の側方部には、ドアブロッ
ク４の背面側に取り付けられる払出ブロック６を固定するための固定手段として鉤金具１
４７，１４８が設けられている。
【０１００】
　（上皿ユニット１５の説明）
　次に、上皿ユニット１５について説明する。図２０は上皿ユニット１５の斜視図、図２
１は上皿ユニット１５の平面図（（ａ）は上方から見た平面図、（ｂ）は下方から見た平
面図）、図２２は上皿ユニット１５の分解斜視図である。
【０１０１】
　上皿ユニット１５は、遊技に際し順次取り込まれる遊技球を一時的に貯留する機能を有
する上皿１５１を有しており、その上皿１５１の上面側には、球出口部付近を覆うカバー
部材１５２が取り付けられ、さらに該上皿１５１の一部を覆うようにして横長薄板状の上
覆い板１５７が取り付けられている。また、上皿１５１の下面側には貸球操作装置１５３
と排出操作伝達装置１５４と球留め装置１５５とが取り付けられている。
【０１０２】
　図２１の（ａ）に示すように、上皿ユニット１５の上面側では、上皿１５１の半分近く
の領域が上覆い板１５７にて覆われ、さらにこの上覆い板１５７によってカバー部材１５
２の約半分が覆われている。また、図２１の（ｂ）に示すように、上皿ユニット１５の下
面側では、貸球操作装置１５３と排出操作伝達装置１５４とが上下に重なるようにして配
設されるとともに、これら貸球操作装置１５３及び排出操作伝達装置１５４の後方側（図
では下側）に球留め装置１５５が配設されている。
【０１０３】
　（上皿１５１の説明）
　次に、上皿１５１の構成について説明する。図２３は上皿１５１の斜視図であり、図２
４は上皿１５１の平面図である。また、図２５は、上皿１５１に貸球操作装置１５３を設
置するとともにカバー部材１５２を分離した状態を示す斜視図である。
【０１０４】
　上皿１５１は、島設備の球貸し装置から貸し出された遊技球や、払出装置より払い出さ
れた遊技球を一旦貯留するための受け皿部材を構成するものであり、底板部１６１とその
周縁部を囲む周壁部１６２とにより横長の樋状に成形されている。これら底板部１６１と
周壁部１６２とにより囲まれて遊技球貯留領域が形成されている。周壁部１６２のうち奥
側の壁部には、正面から見て左側の位置に排出口１６３が設けられている。また、底板部
１６１には、正面から見て右側の位置に開口部１６４が設けられている。本上皿１５１で
は、底板部１６１が概して排出口１６３から開口部１６４に向けて低くなる構成となって
おり、排出口１６３から遊技球が排出されるとその遊技球は図２４の左側から右側に向け
て流れるようになっている。
【０１０５】
　周壁部１６２のうち手前側の壁部には、奥側に凹んだ形状をなす凹部１６５が形成され
ており、その凹部１６５により、本上皿ユニット１５を前扉体１１に組み付けた際におい
てベットスイッチ取付板部３２と上皿１５１との干渉が回避されるようになっている。
【０１０６】
　上皿１５１の最下流部には、底板部１６１より隆起した２つの仕切部１６７，１６８が
設けられており、この仕切部１６７，１６８に仕切られることで三列の案内通路１７１，
１７２，１７３が形成されている。これら各案内通路１７１～１７３は、前記開口部１６
４に通ずるように設けられており、遊技球を各一列に整列するための整列通路部を構成す
る。
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【０１０７】
　三列の案内通路１７１～１７３の手前側には、貸球操作装置１５３等を設置するための
貸球操作装置設置部１７５が設けられている。貸球操作装置設置部１７５には、左右２つ
の円形凹部１７６，１７７と矩形状の窓部１７８とが形成されている。
【０１０８】
　図２２に示すように、貸球操作装置１５３は、操作装置基板１８１と、その操作装置基
板１８１を設置するための台板１８２とを備えており、台板１８２上に操作装置基板１８
１を設置することにより、貸球操作装置１５３が構成されている。
【０１０９】
　ここで、貸球操作装置１５３は、例えば本遊技機１の側方（例えば左方）に配置された
縦長のカードユニット（球貸しユニット）に紙幣やカード等を投入した状態で、球貸し操
作、カード等の返却操作及び有効度数の確認を行うものであり、操作装置基板１８１上に
は、球貸しボタン１８３と返却ボタン１８４と度数表示部１８５とが一体的に並設されて
いる。この場合、球貸しボタン１８３は、カード（記録媒体）等に記録された情報に基づ
いて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて
貸出球が払い出される。返却ボタン１８４は、カードユニットに挿入されたカード等の返
却を求める際に操作される。度数表示部１８５にはカードの残額情報や投入金額などが表
示される。
【０１１０】
　貸球操作装置設置部１７５に貸球操作装置１５３を設置した状態では、図２５に示すよ
うに、貸球操作装置設置部１７５の窓部１７８から度数表示部１８５が視認できるように
なる。図２５では、貸球操作装置設置部１７５の円形凹部１７６，１７７に各々半球状を
なす押しボタン部材１８６，１８７を取り付けた状態を示しており、押しボタン部材１８
６，１８７が押し操作されることにより間接的に球貸しボタン１８３や返却ボタン１８４
が押され、それに伴い遊技球の貸し出しやカード等の返却などが適宜実施されるようにな
っている。
【０１１１】
　図２２に示すように、カバー部材１５２は、カバー本体１８８と、該カバー本体１８８
の下面側に重ねて組み付けられる下カバー体１８９とにより構成されている。これらカバ
ー本体１８８及び下カバー体１８９はいずれも透明の合成樹脂材料にて成形されている。
カバー本体１８８及び下カバー体１８９にはそれぞれ円形の孔部１８８ａ，１８９ａが形
成されており、これら両部材を重ね合わせた状態でカバー部材１５２を上皿１５１に装着
すると、各孔部１８８ａ，１８９ａを介して押しボタン部材１８６，１８７が露出する。
これにより、押しボタン部材１８６，１８７の押し操作が可能となっている。また、カバ
ー本体１８８及び下カバー体１８９は各々透明体にて構成されているため、度数表示部１
８５上にカバー部材１５２が被せられてもその度数表示等が視認可能となっている。なお
、符号１９０は、カバー部材１５２を上皿１５１に固定するための固定フック部である。
【０１１２】
　カバー部材１５２は、開口部１６４と各案内通路１７１～１７３の一部と貸球操作装置
設置部１７５とを上方から覆うようにして上皿１５１に取り付けられ、その際、カバー部
材１５２は、各案内通路１７１～１７３の高さ方向の寸法を概ね遊技球１個分に規制する
ための通路高さ規制部材としても機能する。すなわち、カバー部材１５２を上皿１５１に
取り付けることにより、各案内通路１７１～１７３において遊技球が１つずつ取り込まれ
るようになる。このとき、カバー部材１５２が透明体にて構成されているため、その下方
の遊技球（各案内通路１７１～１７３を通過する遊技球）が視認可能となっている。
【０１１３】
　上皿１５１には、上述したように上覆い板１５７が取り付けられている。この場合、上
覆い板１５７によれば、上皿１５１の奥側一部に上蓋が設けられるようになる（図２０等
参照）。この上覆い板１５７による上皿１５１の被蓋部分は、上皿ユニット１５をドアブ
ロック４に装着した状態で上皿１５１がドアブロック４の内部に隠れる部位に相当してい
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る。つまり、上皿ユニット１５をドアブロック４に装着した状態では、ドアブロック４（
前扉体１１）に設けられた開口部４１の前後方向の幅寸法（Ａ）と上皿１５１の前後方向
の幅寸法（Ｂ）とがＡ＜Ｂであるため（Ａ，Ｂは左右方向の同一箇所での寸法比較）、上
皿１５１の奥側一部がドアブロック４の内側に没入することとなる。この場合、上皿１５
１においてドアブロック４内側に没入した部位が上方に開放されたままであると、上皿１
５１の手前側から奥側に入れた指や不正工具等が上皿奥側の上方開放部分を通じて遊技機
内部に差し入れられ、その遊技機内部において不正行為などが行われるといった不都合が
懸念される。この点、上記のとおり上覆い板１５７が設けられることにより、指や不正工
具等を上皿１５１を通じて遊技機内部に差し入れることによる不正行為が抑制できる。要
するに、上覆い板１５７は、上皿１５１と遊技機内部の空間（ドアブロック４の内側領域
）との間を遮蔽する遮蔽部材となっている。
【０１１４】
　なお、上覆い板１５７は透明板で構成される。したがって、上皿１５１の一部が上覆い
板１５７で隠されたとしても上皿１５１の内部確認（汚れや破損等の確認を含む）が容易
となる。
【０１１５】
　（排出操作伝達装置１５４の説明）
　次に、排出操作伝達装置１５４について説明する。この排出操作伝達装置１５４は、後
述する取込ユニット１６の排出ゲート部材３４０を操作して上皿１５１内の貯留球を下皿
７１に排出するための球抜き操作装置であり、その詳細な構成を図２６及び図２７に示す
。
【０１１６】
　図２６及び図２７に示すように、排出操作伝達装置１５４において、ケース体１９１に
は２つの軸部１９２，１９３が設けられており、その軸部１９２，１９３にはそれぞれ第
１リンク片１９４と第２リンク片１９５とが回動可能に支持されている。これら第１，第
２リンク片１９４，１９５は各々の一部分が互いに連結されており、第１リンク片１９４
に連動して第２リンク片１９５が回動する。第１リンク片１９４には引張バネ１９６が設
けられており、第１リンク片１９４は引張バネ１９６のバネ力により常に同方向（図では
反時計回り方向）に付勢されている。また、ケース体１９１の手前側端面には、左右方向
に移動可能な操作レバー１９８が設けられており、この操作レバー１９８に一体に設けら
れた支柱部１９８ａが第１リンク片１９４に設けられた孔部１９４ａに挿通されている。
故に、操作レバー１９８のスライド操作に伴い第１リンク片１９４が軸部１９２を中心に
回動する。
【０１１７】
　上記構成の排出操作伝達装置１５４では、遊技者等により操作レバー１９８が図示の位
置から左方（図２７のＰ１方向）にスライド操作されることにより、第１リンク片１９４
が引張バネ１９６のバネ力に抗して図の時計回り（図２７のＰ２方向）に回動するととも
に、第２リンク片１９５が反時計回りに回動（図２７のＰ３方向）する。これにより、第
２リンク片１９５の回動先端部が後方側（図２７のＰ４方向）へと移動する。また、操作
レバー１９８の操作が解除されると、引張バネ１９６のバネ力により第１リンク片１９４
が図の反時計回りに回動するとともに、第２リンク片１９５が時計回りに回動する。これ
により、排出操作伝達装置１５４が元の状態に復帰する。こうした排出操作伝達装置１５
４の動作により、後述する取込ユニット１６の排出ゲート部材３４０が操作され、取込ユ
ニット１６を介しての遊技球の排出（実際には遊技球の下皿７１への排出）が行われるよ
うになっている。
【０１１８】
　（球留め装置１５５の説明）
　次に、球留め装置１５５について説明する。この球留め装置１５５は、上皿１５１の下
方に設置される取込ユニット１６が取り外された際において上皿１５１から遊技球がこぼ
れ落ちるのを防止するための遊技球落下防止装置であり、その詳細な構成を以下に説明す
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る。図２８は球留め装置１５５の分解斜視図、図２９は球留め装置１５５の単体構成を示
す平面図、図３０は取込ユニット１６を上皿１５１下方に装着した状態及び分離させた状
態を後方側から示す背面図である。なお、球留め装置１５５の動作状態として、図２９の
（ａ）と図３０の（ａ）とが対応し、図２９の（ｂ）と図３０の（ｂ）とが対応している
。
【０１１９】
　球留め装置１５５は、上皿１５１の下面に固定される本体部２１１と、該本体部２１１
上に載置され左右方向（図２９では上下方向）に往復動可能な可動部２１２と、可動部２
１２を同左右方向に往復動させるべく回動操作される操作レバー２１３とを有している。
そして、この球留め装置１５５は、操作レバー２１３が遊技機後方になるようにして上皿
１５１に組み付けられている。
【０１２０】
　可動部２１２には、同一方向に並ぶようにして３つのアーム部２１４，２１５，２１６
が形成されている。各アーム部２１４～２１６はそれぞれ二股に分岐されており、その先
端には上方（図２９では紙面手前側）に折れ曲がるようにして起立する各２個ずつの起立
部２１７，２１８，２１９が形成されている。可動部２１２に形成された各アーム部２１
４～２１６の間隔は、前記上皿１５１に形成した３つの案内通路１７１～１７３に合致し
ており、各アーム部２１４～２１６の起立部２１７～２１９は、上皿１５１の各案内通路
１７１～１７３に通じる開口部１６４から現出するようになっている。また、可動部２１
２の下面側には、操作レバー２１３と同方向に延びる溝部２２０が形成されている。
【０１２１】
　操作レバー２１３は、その軸部２２１が本体部２１１に支持されており、概ね９０度の
角度範囲内で回動操作可能となっている。軸部２２１には、その軸心から９０度の角度で
放射状に延びる突起片２２２ａ，２２２ｂが形成されており、その突起片２２２ａ，２２
２ｂが可動部２１２に形成された溝部２２０内に収容されている。溝部２２０の左右方向
の幅は、ほぼ軸部２２１の直径と突起片２２２ａ又は２２２ｂの長さとを合わせた寸法と
なっている。この場合、図２９の（ａ），図３０の（ａ）の状態では一方の突起片２２２
ａの先端が溝部２２０の内壁に当たり、操作レバー２１３の回動操作によって図２９の（
ｂ），図３０の（ｂ）の状態に移行すると、他方の突起片２２２ｂの先端が溝部２２０の
内壁に当たることとなる（便宜上、図２９，図３０では突起片２２２ａ，２２２ｂに点ハ
ッチを付している）。これにより、可動部２１２が左右方向に移動する。図２９で言えば
、可動部２１２の左右方向の移動によって、可動部２１２の各アーム部２１４～２１６の
先端突出量が（ａ），（ｂ）で異なるものとなっている。（ａ）では先端突出量＝Ｌ１で
あるのに対し、（ｂ）では先端突出量＝Ｌ２となっている（Ｌ１＜Ｌ２）。
【０１２２】
　操作レバー２１３には、取込ユニット１６がドアブロック４（詳細には内枠１２）に装
着された状態で保持するためのホールド板片２２４が設けられている。このホールド板片
２２４は、軸部２２１の軸心から延びる舌形状をなすものであり、操作レバー２１３が回
動操作されることにより、ホールド板片２２４が図３０の（ａ），（ｂ）に示す各位置に
移動されるようになっている。
【０１２３】
　ここで、操作レバー２１３の操作位置と取込ユニット１６との相互の関係を説明する。
操作レバー２１３が図３０の（ａ）に示す状態にある場合、操作レバー２１３に一体的に
設けられたホールド板片２２４の回動先端部が取込ユニット１６の背面に当たっている。
これが取込ユニット保持位置（ロック位置）である。この状態では、取込ユニット１６が
ドアブロック４（詳細には内枠１２）に装着された状態で保持され、取込ユニット１６の
取り外しができないようになっている。これに対し、操作レバー２１３が図３０の（ｂ）
に示す状態に移行すると、ホールド板片２２４の回動先端部が取込ユニット１６の背面に
当たる状態が解除される。これが取込ユニット取り外し位置（アンロック位置）である。
これにより、取込ユニット１６の取り外しが可能となっている（図３０の（ｂ）には取込
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ユニット１６を取り外した状態を図示している）。
【０１２４】
　図３１には、球留め装置１５５の操作状態と遊技球の流れとの関係を示す。図３１にお
いて、（ａ）は取込ユニット１６の取り外し不能状態を示しており、当該状態は図２９の
（ａ）や図３０の（ａ）の状態に対応している。また、（ｂ），（ｃ）は取込ユニット１
６の取り外し可能状態及び取り外し後状態を示しており、当該状態は図２９の（ｂ）や図
３０の（ｂ）の状態に対応している。
【０１２５】
　図３１の（ａ）の状態では、図２９の（ａ）に示したとおり可動部２１２の各アーム部
２１４～２１６の先端突出量が比較的少なく、それ故に上皿１５１の案内通路１７１～１
７３から供給される遊技球の流れが阻止されることはない。したがって、遊技球が次々と
取込ユニット１６側に送り込まれる。
【０１２６】
　これに対し、図３１の（ｂ）の状態では、図２９の（ｂ）に示したとおり可動部２１２
の各アーム部２１４～２１６の先端突出量が比較的大きく、それ故に上皿１５１の案内通
路１７１～１７３から供給される遊技球の流れが各アーム部２１４～２１６の先端部（起
立部２１７～２１９）で阻止される。この状態では、遊技球が取込ユニット１６側に送り
込まれることがないため、（ｃ）に示すように、取込ユニット１６を取り外したとしても
、上皿１５１内の遊技球が落下することが防止される。
【０１２７】
　（取込ユニット１６の説明）
　取込ユニット１６は、遊技者による操作に基づいて所定個数の遊技球を取り込むための
取込手段を構成するものであり、該取込ユニット１６による所定個数分の遊技球の取込に
より毎回の遊技（ゲーム）の開始条件が成立し、遊技開始の準備が整えられるようになっ
ている。
【０１２８】
　図３２は取込ユニット１６を手前側から見た斜視図、図３３は同取込ユニット１６を後
方側から見た斜視図、図３４は同取込ユニット１６の分解斜視図である。取込ユニット１
６には３個の取込装置３０１，３０２，３０３が重なるようにして設けられており、取込
ユニット１６は全体として略立方体形状となっている。以下の説明では、図３２において
手前側に位置する取込装置３０１を「第１取込装置」、中央に位置する取込装置３０２を
「第２取込装置」、奥側に位置する取込装置３０３を「第３取込装置」とも言う。
【０１２９】
　各取込装置３０１～３０３の上面には、上方に開放されて外部に露出した状態で入口通
路３０５，３０６，３０７が三列に形成されている。これら入口通路３０５～３０７は、
取込ユニット１６における遊技球入口部を構成するものであり、ドアブロック４としての
完成状態では、上皿１５１から供給される遊技球が先ずは入口通路３０５～３０７に案内
され、その後一列に並んだ状態で順次取り込まれる。同完成状態では、上皿１５１に設け
た開口部１６４（図２４参照）を通じて上方から入口通路３０５～３０７が視認可能とな
っている。各取込装置３０１～３０３の側面にはこれらを結合させるための結合ケース部
材３０８が取り付けられている。結合ケース部材３０８内には、本取込ユニット１６にお
ける電気配線等を一括して集め、主制御装置等に対して電気的に接続可能とする取込ユニ
ット中継基板３０９が収容されている。
【０１３０】
　（取込装置３０１～３０３の説明）
　次に、各取込装置３０１～３０３の構成を説明する。ただし、各取込装置３０１～３０
３は、概ね同様の構成をしているため、ここでは基本的に第３取込装置３０３を例に挙げ
て説明する。図３５は、取込装置３０３の内部構造を示す断面図、図３６は、取込装置３
０３を分解して示す斜視図である。なお、以下の説明では便宜上、図３５に示す状態で上
下左右の各方向を記載する。
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【０１３１】
　取込装置３０３は、合成樹脂成型品よりなる表裏一対のハウジング部材３１１，３１２
を備えている。これら両ハウジング３１１，３１２がネジ等により結合されることにより
略四角箱状の筐体が形成され、その内部空間に、後述する遊技球通路が形成されるととも
に該通路を開閉するための開閉ゲート機構などが収容されるようになっている。各ハウジ
ング３１１，３１２は、カーボン入りの黒色の樹脂材料により成型されている。以下説明
の便宜上、ハウジング部材３１１を「第１ハウジング」、ハウジング部材３１２を「第２
ハウジング」ともいう。
【０１３２】
　因みに、各ハウジング３１１，３１２は透明な樹脂材料で成形されていても良い。各ハ
ウジング３１１，３１２を透明化することにより、両ハウジング３１１，３１２の結合を
外すことなく、取込装置内部の遊技球通路や開閉ゲート機構などの他、通路内に貯留され
た遊技球を視認することができるようになる。
【０１３３】
　第１ハウジング３１１及び第２ハウジング３１２の上面部には、それぞれ通路壁３１３
，３１４が形成されており、両ハウジング３１１，３１２を結合させることで、相対向す
る通路壁３１３，３１４の間に前記入口通路３０７が形成される。入口通路３０７の底面
は図３５の左側に向けて僅かに下り傾斜している。
【０１３４】
　取込装置３０３には、前記入口通路３０７の下流側において、第１ハウジング３１１と
第２ハウジング３１２とにより囲まれるようにして取込通路３１５と排出通路３１６とが
設けられている。これら取込通路３１５及び排出通路３１６は、入口通路３０７と同様に
、遊技球を一列で通過させるに足りる通路幅を有する。取込通路３１５は、入口通路３０
７に連続して設けられ、その途中にて鉛直方向に折れ曲がるようにして形成されている。
遊技者により所定の遊技開始操作が行われた際、遊技の開始条件とされる所定個数の遊技
球取込がこの取込通路３１５を通じて行われる。また、排出通路３１６は、取込通路３１
５の折れ曲がり部分（コーナー部分）から当該取込通路３１５より分岐して設けられてい
る。遊技終了に伴う精算時などにおいては、本取込装置３０３や上皿１５１に残留してい
る遊技球がこの排出通路３１６を通じて遊技者に返還される（すなわち、上皿１５１等の
球抜きが行われる）。
【０１３５】
　なお、第１ハウジング３１１と第２ハウジング３１２は、厚さ方向の寸法が異なるもの
となっており、入口通路３０７、取込通路３１５及び排出通路３１６は、大部分が第１ハ
ウジング３１１側に形成されるようになっている。これにより、遊技球が実際に接触する
経路は、両ハウジング３１１，３１２の境界部分（接合部分）から外れた部位となり、境
界部分に溜まったゴミやほこり等により遊技球の流れが阻害されるといった不都合が回避
されるようになっている。
【０１３６】
　また、第１，第２ハウジング３１１，３１２には、入口通路３０７及び取込通路３１５
に沿って一筋の突条部３１７が設けられている。この突条部３１７は、入口通路３０７及
び取込通路３１５を通過する遊技球の外周面に接触するようにして通路の中央部（入口通
路３０７にあっては上下幅方向の中央部、取込通路３１５にあっては左右幅方向の中央部
）に設けられている。突条部３１７の高さ（通路内部への突出寸法）は０．５ｍｍ程度で
あり、これにより入口通路３０７及び取込通路３１５の通路幅が狭められるようになって
いる。つまり、入口通路３０７及び取込通路３１５は基本的に通路幅が１２ｍｍ程度であ
るが、突条部３１７を設けることにより、実質的な通路幅が１１．５ｍｍ程度に狭められ
ている。これにより、入口通路３０７及び取込通路３１５の内壁と遊技球との隙間間隔（
遊び）を減らすことができ、安定した状態で遊技球が流下することとなる。特に、取込通
路３１５においては、後述する遊技球検出が行われるため、その検出ミスを低減させるこ
とができる。ただし、突条部３１７は、第１，第２ハウジング３１１，３１２のいずれか
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一方にのみ設けられる構成であっても良い。前記整流部における突条部３１７の設置は任
意である。
【０１３７】
　ハウジング内部空間において取込通路３１５の側方には、当該取込通路３１５の鉛直方
向部分に沿うようにして取込ゲート部材３２０が設けられている。取込ゲート部材３２０
は、支軸３２１により回動可能に支持されており、その支軸３２１を支点とする回動によ
り、該取込ゲート部材３２０の先端部に設けた爪部３２０ａが取込通路３１５に対して出
没する。このとき、取込通路３１５の通路壁には通路切欠部３２２が形成されており、そ
の通路切欠部３２２を介して取込ゲート部材３２０の爪部３２０ａが出没する。取込通路
３１５に対して取込ゲート部材３２０の爪部３２０ａが突出した状態である場合、取込通
路３１５を介しての遊技球の通過が阻害される。また、取込通路３１５に対して取込ゲー
ト部材３２０の爪部３２０ａが没入した状態である場合、取込通路３１５を介しての遊技
球の通過が許容される。
【０１３８】
　かかる場合、取込ゲート部材３２０の爪部３２０ａの出没位置が取込通路３１５におけ
るコーナー部分の直ぐ下流位置であるため、換言すれば通路切欠部３２２が取込通路３１
５におけるコーナー部分の直ぐ下流位置に形成されているため、取込ゲート部材３２０の
爪部３２０ａが通路内に突出した状態（通過阻止状態）において、取込通路３１５のコー
ナー部まで流れてきた遊技球が該取込通路３１５の鉛直部分に流れ込むことがない構成と
なっている。
【０１３９】
　ハウジング内部空間には、取込ゲート部材３２０の駆動源としてソレノイド３２５が配
設されている。ソレノイド３２５は、通電により伸縮方向に移動する出力軸３２５ａを有
しており、当該ソレノイド３２５は、取込ゲート部材３２０の右方において出力軸３２５
ａが下方へと突き出るように配設されている。また、ソレノイド３２５の出力軸３２５ａ
には、当該出力軸３２５ａを伸長状態で保持するためのコイルバネ３２６が設けられてい
る。ソレノイド３２５は、ソレノイドカバー３２７によって第１ハウジング３１１に固定
されている。
【０１４０】
　ソレノイド出力軸３２５ａの先端部にはガイド３３１が取り付けられている。ガイド３
３１には回動片３３２の一部が係合されており、同回動片３３２の他部が取込ゲート部材
３２０の後端部に駆動連結されている。符号３３３は、回動片３３２のほぼ中央部に設け
られ該回動片３３２を回動可能に支持する支軸である。
【０１４１】
　本構成によれば、ソレノイド３２５への通電がない場合には、図示の如くコイルバネ３
２６の付勢力によって出力軸３２５ａが伸長した状態で保持され、取込ゲート部材３２０
の爪部３２０ａが取込通路３１５内に突出した状態とされる。これにより、取込通路３１
５が閉鎖される。一方、ソレノイド３２５が通電されると、コイルバネ３２６の付勢力に
抗して出力軸３２５ａが縮み方向に移動する。よって、ガイド３３１及び回動片３３２を
介して取込ゲート部材３２０が回動し（図３５では時計回りに回動し）、取込ゲート部材
３２０の爪部３２０ａが取込通路３１５外に引っ込んだ状態とされる。これにより、取込
通路３１５が開放される。また、ソレノイド３２５への通電を中止すると、コイルバネ３
２６の付勢力によって出力軸３２５ａが伸長状態となり、取込ゲート部材３２０の爪部３
２０ａが取込通路３１５内に突出した状態に戻る。
【０１４２】
　一方、第１，第２ハウジング３１１，３１２において排出通路３１６の入口位置には、
それぞれ貫通孔３３７，３３８が設けられており、その貫通孔３３７，３３８を前後方向
に貫通するようにして排出ゲート部材３４０が設けられている。排出ゲート部材３４０は
、取込装置３０１～３０３に個別に設けられるのではなく、全取込装置３０１～３０３に
共通に設けられるものとなっており、該排出ゲート部材３４０の作動状態によって、各取
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込装置３０１～３０３において同時に遊技球の排出（球抜き）が許容又は阻止されるよう
になっている。
【０１４３】
　ここで、排出ゲート部材３４０の詳細を図３７に基づいて説明する。排出ゲート部材３
４０は、全体として略長方形状をなしており、３カ所に略正方形状の開口部３４１，３４
２，３４３が形成されている。これら開口部３４１～３４３は各取込装置３０１～３０３
に設けられた排出通路３１６にそれぞれ対応するものであり、一定間隔を隔ててそれぞれ
設けられている。なお、開口部３４１～３４３は排出通路３１６の一部を構成する。この
場合、排出ゲート部材３４０がその長手方向（取込ユニット１５３の前後方向）に移動す
ることにより、排出通路３１６が閉鎖又は開放の状態とされる。すなわち、排出ゲート部
材３４０が初期位置にある場合、排出ゲート部材３４０の壁板部により各取込装置３０１
～３０３の排出通路３１６が閉鎖され、当該通路３１６を通じての遊技球の排出が阻止さ
れる。また、排出ゲート部材３４０がその長手方向に移動すると、排出ゲート部材３４０
の開口部３４１～３４３により各取込装置３０１～３０３の排出通路３１６が一斉に開放
され、当該通路３１６を通じての遊技球の排出が許容される。
【０１４４】
　開口部３４１～３４３の下方には、それぞれ球案内突部３４４，３４５，３４６が形成
されている。この球案内突部３４４～３４６の上面は、各開口部３４１～３４３の底部上
面に連続して同一角度で設けられており、その角度は排出通路３１６の入口部の傾斜角度
に合致している。これにより、遊技球が開口部３４１～３４３を介して排出通路３１６に
流入する際には、球案内突部３４４～３４６上を転がりながら遊技球が通過し、排出通路
３１６への遊技球の流入がスムーズに行われることとなる。
【０１４５】
　排出ゲート部材３４０の一方の端部にはバネ受け部３４７が形成され、他方の端部には
ロッド部３４８が形成されている。かかる場合、図３４等に示すように、第３取込装置３
０３の外側にカバー部材３５１が設けられ、そのカバー部材３５１と排出ゲート部材３４
０のバネ受け部３４７との間にコイルバネ３５２が組み込まれる。なお、符号３５３はコ
イルバネ３５２を収容するためのバネ収容部である。
【０１４６】
　排出ゲート部材３４０は、コイルバネ３５２の付勢力によって一方向に常に付勢される
。このとき、排出ゲート部材３４０は、コイルバネ３５２の付勢力により初期位置（排出
通路３１６を閉鎖する位置）に保持され、ロッド部３４８から力が加わると、コイルバネ
３５２の付勢力に抗して排出通路３１６の開放位置に移行する。
【０１４７】
　図３２等に示すように、取込ユニット１６において第１取込装置３０１側にはロッド部
３４８が突出しており、このロッド部３４８が、前述した排出操作伝達装置１５４により
押し込み操作されるようになっている。また、図３７等に示すように、排出ゲート部材３
４０の一方の端部において、前記バネ受け部３４７の下方には、排出ゲート部材３４０の
長手方向に延びる突起部３５５が形成されている。一方、排出ゲート部材３４０の一端側
に設けられるカバー部材３５１には排出ゲート検出センサ３５６が設けられている。かか
る構成において、排出操作伝達装置１５４の操作に伴い排出ゲート部材３４０が動作する
と、その動作状態が排出ゲート検出センサ３５６により逐次検出されるようになっている
。その詳細を図３８により説明する。図３８において、（ａ）はロッド部３４８（排出ゲ
ート部材３４０）を押し込み操作する前の初期状態を示し、（ｂ）はロッド部３４８（排
出ゲート部材３４０）を押し込み操作した状態を示す。
【０１４８】
　図３８に示すように、取込ユニット１６の側方（本遊技機１では前側）に排出操作伝達
装置１５４が設けられており、ロッド部３４８の先端部が排出操作伝達装置１５４の第２
リンク片１９５の回動先端部に相対向している。この場合、図３８の（ａ）では、排出ゲ
ート部材３４０が初期位置にあるため、排出通路３１６の入口が閉鎖されており、遊技球
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の排出通路３１６への流れ込みが阻止されている。この状態では、排出ゲート部材３４０
の突起部３５５が取込装置３０３の外方に突出しておらず、該突起部３５５が排出ゲート
検出センサ３５６により検出されない。
【０１４９】
　これに対し、図３８の（ｂ）では、排出操作伝達装置１５４において操作レバー１９８
の操作により各リンク片１９４，１９５が回動動作し、その動作がロッド部３４８に伝達
される。これにより、排出ゲート部材３４０が排出通路３１６を開放する位置に移動し、
遊技球の排出通路３１６への流れ込みが許容される。この状態では、排出ゲート部材３４
０の突起部３５５が取込装置３０３の外方に突出し、それに伴い該突起部３５５が排出ゲ
ート検出センサ３５６により検出される。排出ゲート検出センサ３５６は、排出ゲート部
材３４０の操作状態（操作位置）を検出するための排出操作検出手段を構成するものとな
っている。
【０１５０】
　排出ゲート検出センサ３５６による検出信号は、後述する主制御装置５０５に対して出
力される。この場合、主制御装置５０５は、排出ゲート検出センサ３５６の検出信号に基
づいて排出通路３１６の開閉の状態を検知し、排出通路３１６が開放状態にある場合には
遊技球の取込動作を禁止するなどの処理を実行する。排出通路３１６の開放時に遊技球の
取込動作を禁止することにより、遊技球の取込状態が不安定になったり、取り込まれる遊
技球の検知精度が低下したりするなどの不都合が解消される。
【０１５１】
　また、図３５，図３６に示すように、取込装置３０３には、取込通路３１５における遊
技球の通過を検出するセンサユニット３７０が設けられている。このセンサユニット３７
０は、取込通路３１５を通過する遊技球数をカウントするための遊技球カウント手段を構
成するものであり、発光素子と受光素子とからなる周知の光学式センサを備える。
【０１５２】
　センサユニット３７０は、略コ字形状をなしており、第１，第２ハウジング３１１，３
１２に跨るようにして組み付けられている。詳細には、センサユニット３７０は、取込装
置３０３の厚さ方向に延びるセンサ本体部３７１と、該センサ本体部３７１の両端から各
ハウジング３１１，３１２の外壁面に沿って取込通路３１５側に延びるアーム部３７２，
３７３とを有している。センサ本体部３７１にはセンサ回路基板（図示略）が収容されて
おり、そのセンサ本体部３７１の背面部にはセンサ回路基板上に設けたコネクタ端子３７
４を外部に露出させるためのコネクタ穴３７１ａが形成されている。
【０１５３】
　アーム部３７２，３７３のうち一方には発光素子が収容されるとともに、他方には受光
素子が収容されている。また、アーム部３７２，３７３の先端部には、互いに内側となる
部位に上下一対のセンサ検出孔３７６が形成されている。この場合、アーム部３７２，３
７３内には各２個ずつの発光素子と受光素子が収容されており、これら各素子はセンサ検
出孔３７６を通じて発光及び受光を行うようになっている。第１，第２ハウジング３１１
，３１２には、上下一対の透孔３７８が形成されており、ハウジング接合状態で、各ハウ
ジング３１１，３１２にセンサユニット３７０が組み付けられた場合には、各アーム部３
７２，３７３の先端部に設けたセンサ検出孔３７６の位置と、各ハウジング３１１，３１
２の透孔３７８の位置とが合致し、それらが向き合うようにして配置される。
【０１５４】
　図３５に示すように、ハウジング内部において、透孔３７８は取込通路３１５内で中心
から幾分オフセットした位置に設けられている。この透孔３７８の位置がセンサユニット
３７０による遊技球検出位置である。この場合特に、透孔３７８は、取込ゲート部材３２
０の先端部に形成した爪部３２０ａの真下位置（図３５において取込通路３１５の右方オ
フセット位置）に設けられており、取込ゲート部材３２０の爪部３２０ａが没入側に移動
しない限りセンサユニット３７０により遊技球が検出されることはないようになっている
。仮に、透孔３７８が取込通路３１５において逆側（図３５において取込通路３１５の左
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方オフセット位置）に設けられた場合を想定すると、取込ゲート部材３２０の爪部３２０
ａが突出位置にある状態での遊技球誤検出（排出通路３１６を通じての遊技球排出時の遊
技球誤検出も含む）を防止するには透孔３７８の位置を図示の位置よりも下方に下げる必
要が生じるが、本遊技機１の上記構成によれば、透孔３７８を取込ゲート部材３２０の爪
部３２０ａの近傍に配置することが可能となる。したがって、取込ゲート部材３２０の開
放により流下する遊技球をいち早く検出することが可能となる。
【０１５５】
　取込ゲート部材３２０が開放された状態で遊技球が取り込まれる際、センサユニット３
７０において上下の各センサ素子（発光素子＋受光素子）では、先に上流側のセンサ素子
で遊技球が検出され、その後下流側のセンサ素子で遊技球が検出される。これら各センサ
素子による検出信号は、遊技球の取込を管理する後述の主制御装置５０５に順に出力され
る。この場合、主制御装置５０５では、各センサ素子による遊技球検出信号によって正常
に遊技球の取込が行われたかどうかが判定される。具体的には、所定の規定時間内に、上
流側のセンサ素子→下流側のセンサ素子の順で遊技球の検出が行われた場合のみ、正常に
遊技球の取込が行われたと判定される。
【０１５６】
　仮に、上流側のセンサ素子による遊技球検出から下流側のセンサ素子による遊技球検出
までの所要時間が規定時間よりも長い場合や、正常時とは逆に下流側のセンサ素子→上流
側のセンサ素子の順で遊技球の検出が行われた場合には異常とみなされ、その旨が報知さ
れるとともにそれ以降の遊技が停止される。したがって、例えば、遊技球やその他ダミー
被検出物にひも等を付けて上下させることにより、あたかも複数の遊技球が取り込まれた
ようにするなどの不正行為が防止できるようになっている。
【０１５７】
　上記のように、センサユニット３７０では各アーム部３７２，３７３のうち一方が発光
部、他方が受光部となっており、それら発光部と受光部とが一体で設けられている。これ
により、発光素子と受光素子との位置合わせ精度を高めることができ、遊技球の検出精度
を良好なものとすることができる。また、各アーム部３７２，３７３を連結するセンサ本
体部３７１にセンサ回路基板を設けるとともに、該センサ回路基板上に設けたコネクタ端
子３７４によって外部基板との電気的な接続を可能としたため、発光素子や受光素子に繋
がる信号線を統合してまとめることができ、さらに外部基板に対する配線の接続も容易な
ものとなる。
【０１５８】
　また、取込通路３１５の最下流部には、センサユニット３７０が検出した遊技球を再度
検出するための下流側取込センサ３８０が設けられている。この下流側取込センサ３８０
は磁気検出タイプの近接センサにて構成されており、遊技球の通過に伴う磁界の変化によ
り遊技球の通過を検出する。すなわち、板状のセンサ本体部３８１には貫通孔３８１ａが
設けられており、センサ本体部３８１では貫通孔３８１ａを遊技球が通過する際の磁界の
変化が検出されて電気信号として出力される。貫通孔３８１ａは略真円状をなしており、
その直径は取込通路３１５の幅寸法に概ね一致している。センサ本体部３８１にはコネク
タ端子３８２が設けられている。
【０１５９】
　下流側取込センサ３８０による検出信号は、前記センサユニット３７０の検出信号と同
様、後述する主制御装置５０５に対して出力される。この場合、主制御装置５０５では、
前記センサユニット３７０の検出信号と下流側取込センサ３８０の検出信号とに基づいて
今回の遊技球取込の検出結果（センサユニット３７０による取込判定の結果）が正規なも
のかどうか、すなわち不正なものでないかどうかが判定される。具体的には、センサユニ
ット３７０による球技球カウント数（例えば、一方のセンサ素子の検出結果による遊技球
カウント数）と、下流側取込センサ３８０による遊技球カウント数とを比較し、それら各
カウント数が一致する場合に、今回の遊技球取込の検出結果（センサユニット３７０によ
る取込判定の結果）が正規であると判定する。これに対し、各カウント数が不一致となる
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場合に、今回の遊技球取込の検出結果（センサユニット３７０による取込判定の結果）が
正規なものでなく、不正行為によるものであると判定する。
【０１６０】
　取込ユニット１６に対する不正行為として、センサユニット３７０に、遊技球の通過を
誤検出させるように発光動作する不正装置を取り付けることが考えられる。例えば、実際
の遊技球取込に関係なく点滅動作するような２つの発光体を備えてなる不正装置を本取込
ユニット１６に取り付け、それら各発光体を所定順序で点滅させることで遊技球の通過を
誤検出させるようにする。かかる不正行為がなされた場合、センサユニット３７０による
遊技球検出だけでは不正行為による遊技球の誤検出を回避することが困難であった。この
点、上記のように下流側取込センサ３８０の検出信号による不正確認によって、不正行為
による遊技球の誤検出を回避することができる。
【０１６１】
　取込通路３１５に、互いに検出方式の異なる２つのセンサ装置（センサユニット３７０
、下流側取込センサ３８０）を設けたため、各センサ装置のいずれにおいても遊技球を誤
検出させるようにすることは困難なものとなる。故に、取込ユニット１６における不正対
策が望ましいものとなっている。
【０１６２】
　上述した取込装置３０３の各構成部材（排出ゲート部材３４０を除く、取込ゲート部材
３２０、ソレノイド３２５を含むゲート駆動機構、センサユニット３７０等）は、入口通
路３０７と取込通路３１５とのコーナー部分の内側領域に集約して配設されている。これ
により、各構成部材を限られた領域内で効率良く配置することができ、結果として取込装
置３０３の小型化（薄型化も含む）が実現できるようになっている。
【０１６３】
　上記構成の取込装置３０１～３０３が３連で設けられた本取込ユニット１６では、上皿
１５１の案内通路１７１～１７３から各取込装置３０１～３０３にそれぞれ遊技球が供給
され、遊技機前面のベットスイッチ３７の操作に伴い各取込装置３０１～３０３では各々
で遊技球が取り込まれる。具体的には、例えば１５個（マックスベット分）の遊技球が取
り込まれる場合、全ての取込装置３０１～３０３において同時に取込ゲート部材３２０が
開放位置に操作され、遊技球の取込が一斉に開始される。このとき、各取込装置３０１～
３０３では遊技球が５個ずつ取り込まれる。
【０１６４】
　ただし、３個の取込装置３０１～３０３のうちいずれかの取込装置に遊技球が充填され
ていない場合、又はソレノイド３２５の故障などでいずれかの取込装置が正常に動作しな
い場合には、正常な取込動作を行うことができる残りの取込装置により遊技球の取込が行
われる。例えば、第１取込装置３０１に遊技球が充填されていないとき又は同取込装置３
０１のソレノイド３２５などが故障しているときには、第１取込装置３０１以外の取込装
置（第２，第３取込装置３０２，３０３）によって１５個の遊技球が取り込まれることと
なる。
【０１６５】
　一方、取込装置３０１～３０３や上皿１５１に残っている遊技球を下皿７１へ排出する
場合には、遊技機前面の操作レバー１９８の操作に伴い排出ゲート部材３４０が操作され
て各取込装置３０１～３０３で一斉に遊技球の排出が行われる。
【０１６６】
　（面替えブロック５の説明）
　次に、面替えブロック５について説明する。図３９は面替えブロック５を斜め前方より
見た斜視図、図４０は同面替えブロック５を斜め後方から見た斜視図、図４１は同面替え
ブロック５の正面図である。また、図４２，図４３は面替えブロック５の分解斜視図であ
る。
【０１６７】
　面替えブロック５は主要な構成として、合成樹脂製の前面枠５０１と、図柄表示装置と
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してのリール装置５０３と、補助演出装置としての液晶表示装置５０４と、遊技に関わる
主たる各種制御を実施する主制御装置５０５と、主制御装置５０５からの指令に基づく従
たる表示制御等を実施する表示制御装置５０６と、主制御装置５０５を装着するための主
制御装置用台座ベース５０７と、表示制御装置５０６を装着するための表示制御装置用台
座ベース５０８とを備えている。本実施の形態では、面替えブロック５は、本遊技機１の
遊技内容を決定する主要部品を全て備える構成となっており、仮に遊技ホール等において
機種入替を行う場合には、この面替えブロック５を現機種のものから新たな機種のものに
入れ替えることで機種入替を行うことができるようになっている。すなわち、面替えブロ
ック５は機種入替時などにおける交換ユニットとなっている。
【０１６８】
　（前面枠５０１の説明）
　前面枠５０１の詳細を図４４等を用いて説明する。図４４において、（ａ）は前面枠５
０１を前方から見た斜視図、（ｂ）は前面枠５０１を後方から見た斜視図である。
【０１６９】
　前面枠５０１は正面から見てほぼ正方形状をなしており、その前面部において略台形状
に縁取られた部位が、前扉体１１の視認窓２１にほぼ一致する形状及び大きさとなってい
る。この場合、面替えブロック５をドアブロック４に取り付けた状態では、前面枠５０１
のほぼ全面が前扉体１１の視認窓２１から視認可能となっている。
【０１７０】
　前面枠５０１の前面部には、横長の矩形状をなす表示窓５１１が設けられるとともに、
その表示窓５１１の上方に同じく横長の矩形状をなす表示窓５１２が設けられている。な
お以下の記載では、下側の表示窓５１１を「下側表示窓５１１」、上側の表示窓５１２を
「上側表示窓５１２」と表記する。下側表示窓５１１は、リール装置５０３の外周に付さ
れたリール図柄を表示するためのリール図柄表示部に相当し、上側表示窓５１２は、液晶
表示装置５０４による表示画像を表示するための液晶画像表示部に相当する。
【０１７１】
　各表示窓５１１，５１２は、前面枠５０１の前面部において左右方向のほぼ中央部にそ
れぞれ設けられており、ほぼ同じ横寸法を有する（高さ寸法は上側表示窓５１２の方が若
干大きい）。ただし、各表示窓５１１，５１２の大きさ（絶対的な大きさ）や各表示窓５
１１，５１２を比較した時の相対的な大きさ、各表示窓５１１，５１２の形状は任意に変
更可能であり、例えば、上側表示窓５１２をより横長状としたり、上側表示窓５１２を下
側表示窓５１１よりも小さくしたりしても良い。前面枠５０１の前面部において、各表示
窓５１１，５１２の周囲部分は概ね平坦面にて構成されている。
【０１７２】
　下側表示窓５１１の周縁部には、前方に張り出すようにして張出部５１３が設けられて
いる。前面枠５０１の背面側にリール装置５０３を取り付けた場合には、リール装置５０
３の一部が前面枠５０１の前面部（表示窓周りの平坦部）よりも前方に突き出るが、張出
部５１３によって、リール装置５０３の突き出し部分が囲まれるようになっている。この
場合、上下の張出部５１３によれば、リール装置５０３の前方突き出し部分において外部
より視認可能／視認不可能（又は視認困難）とするリール図柄範囲を明確に分けることが
できる。また、左右の張出部５１３によれば、リール装置５０３内部が外方より見えるこ
とを抑制することができる。
【０１７３】
　面替えブロック５をドアブロック４に装着した状態では、前面枠５０１の周縁部分（図
４４のＡ部分）がドアブロック４のパネル支持部材１４（図７参照）に当接する。このと
き、前面枠５０１において周縁部分（図４４のＡ部分）とそれ以外の中央部分とはほぼ面
一となっている。したがって、前記装着状態では、前面枠５０１の中央部分と透明パネル
１３との間に隙間ができるようになっている。
【０１７４】
　本遊技機１では、ドアブロック４の視認窓２１（透明パネル１３）を通じて前面枠５０
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１を見た場合、各表示窓５１１，５１２を含む広範囲領域が視認可能となる。故に、前面
枠５０１の前面領域に本遊技機１に関わる各種情報（機種情報や配当表など）や装飾等を
付与すれば、その各種情報や装飾等を視認窓２１（透明パネル１３）を通じて遊技機前方
から視認することができる。この場合、前述のとおり前面枠５０１の前面部において各表
示窓５１１，５１２以外の部分は概ね平坦面であるため、この前面領域に各種情報などを
付与したシール等を貼付することも可能である。
【０１７５】
　図４１に示すように、前面枠５０１の下側表示窓５１１の右側には、情報表示基板５１
４が設けられている。この情報表示基板５１４には、小役成立時における獲得球数を表示
する獲得球数表示部や、ビッグボーナスやレギュラーボーナス等の特別遊技状態の際に例
えば残りのゲーム数等を表示するゲーム数表示部が設けられている。これら表示部は７セ
グメント表示器によって構成されるが、液晶表示器等によって代替することは当然可能で
ある。
【０１７６】
　前面枠５０１の前面側において下側表示窓５１１の下方には下パネル部５１６が設けら
れている。この下パネル部５１６は、面替えブロック５をドアブロック４に装着した状態
で、前扉体１１に設けた横長窓部５０を通じて遊技機前方より視認可能となる部位であり
、当該下パネル部５１６を構成する透明パネルの背面側には、本遊技機１に関わる各種情
報（機種情報や配当表など）や装飾等が付与されるようになっている。下パネル部５１６
（透明パネル）の背面側に証紙等を貼付することも可能である。下パネル部５１６の背面
側には、蛍光管や冷陰極管等よりなる照明装置５１７（図４１参照）が設けられており、
該照明装置の照明光によって各種情報等の視認性が高められるようになっている。
【０１７７】
　下パネル部５１６の背面側に設けられた照明装置５１７は面替えブロック５の下方にも
光を照射可能となっている。またこの場合、面替えブロック５をドアブロック４に装着し
た状態では、上皿１５１の上部に設けられた上覆い板１５７の上方に照明装置５１７が位
置することとなる（図７，図２０参照）。したがって、照明装置５１７が照明光を発する
と、その光が上覆い板１５７を通じて上皿１５１の後方領域に照射される。これにより、
上皿１５１の後方領域が明るく照らされるようになり、当該領域に存在する遊技球の確認
を容易に行うことができるようになる。
【０１７８】
　また、下パネル部５１６の右側には、上下一対の操作スイッチ５１８，５１９が設けら
れている。操作スイッチ５１８，５１９は、例えば情報メニューの操作に用いられる押し
ボタン式のスイッチ部材であり、当該操作スイッチ５１８，５１９の押し操作によって特
別遊技状態への移行回数や移行確率、総ゲーム数、出球数（投入遊技球数と払出遊技球数
との差）などの各種情報が液晶表示装置５０４などに適宜表示される。なお、情報メニュ
ーには、その他本遊技機１における特殊ゲームの説明などが含まれる。
【０１７９】
　一方、前面枠５０１の背面側において、上下の各表示窓５１１，５１２の間の開口縁部
と下側表示窓５１１の下側の開口縁部とにはそれぞれ、リール装置５０３を取り付けるた
めの長尺状のリール取付金具５２１，５２２が設けられている。
【０１８０】
　また、前面枠５０１の背面側においてその右側部分には支持金具５２４が取り付けられ
ている。支持金具５２４には上下一対の支軸５２５，５２６が設けられている。支持金具
５２４の支軸５２５，５２６は、面替えブロック５をドアブロック４に回動可能に支持す
るための支持手段を構成するものであり、この支軸５２５，５２６がドアブロック４に設
けられた軸金具１１１，１１２の軸受け部１１１ｂ，１１２ａの軸孔（図１１等参照）に
差し入れられるようになっている。なお、ドアブロック４側の軸受け部１１１ｂ，１１２
ａと面替えブロック５側の支軸５２５，５２６とが前記図６に示す「面替えブロック５用
の支持手段Ｍ１１，Ｍ１２」に相当する。
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【０１８１】
　同じく前面枠５０１の背面側においてその左側部分には、主制御装置用台座ベース５０
７を取り付けるための台座ベース取付手段が設けられている。この場合、主制御装置用台
座ベース５０７（主制御装置５０５）は、前面枠５０１の背面側左方に縦向きに取り付け
られるようになっており、台座ベース取付手段として、主制御装置用台座ベース５０７の
下端部を支持する略コ字状の支持金具５２７と、同主制御装置５０５の上端部を支持する
留め具５２８とが設けられている。
【０１８２】
　さらに、前面枠５０１の背面側において左上隅部と左下隅部とには、面替えブロック５
の背面側に取り付けられる払出ブロック６との結合を行うための結合フック部材５３１，
５３２が設けられている。この結合フック部材５３１，５３２は、本面替えブロック５の
回動軸とは反対側の開放端側に設けられており、結合位置に操作されることにより面替え
ブロック５と払出ブロック６との結合状態が保たれている。また、結合フック部材５３１
，５３２が結合解除位置に操作されることにより面替えブロック５と払出ブロック６との
結合が解除され、払出ブロック６から分離するように面替えブロック５が回動可能となる
ようになっている。
【０１８３】
　（リール装置５０３の説明）
　図４５は、リール装置５０３の構成を示す斜視図である。リール装置５０３は、金属製
のケース部材５４０と、そのケース部材５４０に収容される左・中・右の３つのリール５
４１，５４２，５４３とを具備している。ケース部材５４０は、その内部に３つのリール
５４１～５４３を回転可能に収容し、かつ該リール５４１～５４３の一部を前方に現出さ
せるものとなっている。ケース部材５４０において上面部の前側端部には、上方に折り曲
げて形成された支持固定部５４５が設けられ、下面部の前側端部には、下方に折り曲げて
形成された支持固定部５４６が設けられている。これら支持固定部５４５，５４６は、リ
ール装置５０３を前面枠５０１に取り付けるための取付手段を構成するものであり、前面
枠５０１に設けたリール取付金具５２１，５２２に対してリール装置５０３の支持固定部
５４５，５４６をネジ等により固定することにより、リール装置５０３が前面枠５０１の
背面側に装着されるようになっている。
【０１８４】
　上側の支持固定部５４５は、左右両端部に突起部５４５ａを有する形状となっている。
この両突起部５４５ａは、支持固定部５４５の中央部を切り欠くことで形成したものであ
り、該中央部の高さを低くすることにより、前面枠５０１に対して液晶表示装置５０４を
着脱する際の干渉を回避することができるようになっている。
【０１８５】
　ケース部材５４０の上部には、リール装置５０３と主制御装置５０５などの制御系との
電気的な接続を行うためのリール中継基板５４８が設置されている。
【０１８６】
　各リール５４１～５４３の構成については周知であるため、ここでは詳細な図示を省略
し、その構成を簡単に説明する。各リール５４１～５４３は、円筒状のかごを形成する円
筒骨格部材と、その外周に巻回された帯状のベルトとを備えている。ベルトの外周面には
、識別情報としての図柄が等間隔ごとに多数印刷されている（例えば２１図柄）。各リー
ル５４１～５４３の中央部には、駆動源としてのステッピングモータが設けられており、
該ステッピングモータの駆動により各リール５４１～５４３が個別に、すなわちそれぞれ
独立して回転駆動される。リール装置５０３には、その他の構成として、各リール５４１
～５４３の回転位置を検出するためのリールインデックスセンサ（回転位置検出センサ）
が設置されている。また、各リール５４１～５４３の内周側には、蛍光ランプ等よりなる
バックライト（後方発光手段）が設けられており、このバックライトにより、リール外周
面に付された各図柄が後方より明るく照らされるようになっている。バックライトの発光
によって、リール外周面に付された各図柄の視認性の向上や、遊技に際し補助的な演出の
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多様化を図ることができる。
【０１８７】
　（主制御装置５０５等の説明）
　次に、主制御装置５０５や表示制御装置５０６等の構成を図４２等を用いて説明する。
【０１８８】
　主制御装置５０５は、ＣＰＵやメモリ等の電子部品が実装された主制御基板５６１と、
この主制御基板５６１を収容するための略直方体形状のケース部材（表ケース５６２及び
裏ケース５６３）とから構成されている。表ケース５６２及び裏ケース５６３は透明な合
成樹脂材料にて成形されており、この透明な表ケース５６２及び裏ケース５６３によって
その内部の主制御基板５６１が視認可能となっている。
【０１８９】
　主制御装置用台座ベース５０７は、主制御装置５０５を一方向にスライド可能に装着す
る台座部材であり、本実施の形態では、台座ベース５０７に対して主制御装置５０５を上
方にスライドさせることにより、同台座ベース５０７から主制御装置５０５を離脱させる
ことができるようになっている。
【０１９０】
　主制御装置用台座ベース５０７の下側角部付近には、前面枠５０１に設けられた支持金
具５２７に回動可能に支持される被支持部５０７ａが設けられている。この場合、被支持
部５０７ａが支持金具５２７に支持されることにより、当該被支持部５０７ａを支点とし
て前面枠５０１に対して主制御装置用台座ベース５０７（主制御装置５０５）が回動可能
（言い換えれば、後方に傾倒可能）となっている。
【０１９１】
　表ケース５６２、裏ケース５６３及び主制御装置用台座ベース５０７には、これら各部
材を連結する封印手段としての封印部ｆ１，ｆ２，ｆ３（いわゆるカシメ部）が設けられ
ている。封印部ｆ１～ｆ３は、破壊等を伴うことでケース部材を開封可能とするものであ
り、開封後には破壊などがなされた部材が開封履歴として残るため、その開封履歴によっ
て開封事実の確認が可能となっている。これにより、仮にケース部材が不正に開封された
場合などにおいては、封印部ｆ１～ｆ３の確認によって不正行為の発見が可能となってい
る。
【０１９２】
　一方、表示制御装置５０６は、ＣＰＵやメモリ等の電子部品が実装された表示制御基板
５７１と、この表示制御基板５７１を収容するための略直方体形状のケース部材（表ケー
ス５７２及び裏ケース５７３）とから構成されている。表ケース５７２及び裏ケース５７
３は透明な合成樹脂材料にて成形されており、この透明な表ケース５７２及び裏ケース５
７３によってその内部の表示制御基板５７１が視認可能となっている。裏ケース５７３に
は、三角形状の脚部５７３ａが設けられている。表示制御装置５０６は、表示制御装置用
台座ベース５０８上に固定された状態で前面枠５０１の背面に取り付けられている。この
とき、裏ケース５７３に設けた脚部５７３ａによって、表示制御装置５０６は斜めに傾い
た状態で取り付けられている。また、表示制御装置用台座ベース５０８には外部端子板５
７５が取り付けられている。
【０１９３】
　上記構成では、主制御装置５０５において主制御基板５６１の電子部品実装面が外方を
向くようにして配置され、また表示制御装置５０６において表示制御基板５７１の電子部
品実装面が後方側の斜め上方を向くようにして配置されている。こうした配置により、主
制御基板５６１や表示制御基板５７１に対する不正確認が容易となっている。
【０１９４】
　液晶表示装置５０４は、液晶パネル５８１と、該液晶パネル５８１を駆動する液晶ドラ
イバ５８２とにより構成されている。
【０１９５】
　（面替えブロック５として完成状態の説明）
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　面替えブロック５の完成状態を図３９，図４０を用いてあらためて説明する。面替えブ
ロック５としては、前面枠５０１の背面側にリール装置５０３が取り付けられ、リール装
置５０３の上方に液晶表示装置５０４が取り付けられている。また、リール装置５０３の
側方に主制御装置５０５が取り付けられるとともに、同リール装置５０３の上方に表示制
御装置用台座ベース５０８を介して表示制御装置５０６が取り付けられている。
【０１９６】
　面替えブロック５の前面側において、前面枠５０１の上側表示窓５１２からは液晶パネ
ル５８１のパネル面全体が視認できる。また、同前面枠５０１の下側表示窓５１１からは
リール装置５０３の各リール５４１～５４３の一部が視認できる。このとき、各リール５
４１～５４３の外周に付された多数（本実施の形態では２１個）の図柄のうち、リール毎
に３つずつの図柄が下側表示窓５１１を通じて視認できるようになっている。
【０１９７】
　（払出ブロック６の説明）
　次に、払出ブロック６について説明する。図４６及び図４７は払出ブロック６の斜視図
、図４８は払出ブロック６の背面図、図４９は払出ブロック６から払出装置６１８等を分
離させて示す斜視図、図５０は払出ブロック６から制御装置類を取り外した状態を示す斜
視図、図５１は払出ブロック６から制御装置類を取り外した状態を示す背面図である。な
お図５１では、当該払出ブロック６に形成される遊技球通路を点線にて図示している。
【０１９８】
　払出ブロック６は、合成樹脂材料にて一体成形された裏カバー部材６０１と、遊技球を
払い出すための払出機構６０２と、払出制御を司る払出制御装置６０３と、外部電源から
生成した電源電圧を各種制御装置やアクチュエータ類などに供給する電源装置６０４とを
有しており、これらを一体化することにより構成されている。
【０１９９】
　裏カバー部材６０１は、略平坦状をなすベース部６１１と、後方（遊技機１の後方）に
突出し略直方体形状をなす保護カバー部６１２とを有する。保護カバー部６１２は左右及
び上下の各面と背面とが閉鎖された形状をなし、少なくとも前記面替えブロック５のリー
ル装置５０３、主制御装置５０５及び表示制御装置５０６を収容するのに十分な大きさを
有する。なお図示は省略するが、保護カバー部６０４の背面には多数の通気孔を設けるこ
とも可能である。ベース部６１１と保護カバー部６１２とは上記のとおり一体成形される
他、各々別体にて成形されてネジ等により一体化されるものであっても良い。
【０２００】
　払出機構６０２は、保護カバー部６１２を迂回するようにして裏カバー部材６０１のベ
ース部６１１に取り付けられている。すなわち、払出機構６０２として、裏カバー部材６
０１の最上部には上方に開口したタンク６１５が設けられており、タンク６１５には遊技
ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給される。タンク６１５の下方には、例え
ば前後方向４列（４条）の球通路を有し下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール６
１６が連結され、タンクレール６１６の下流側には上下方向に延びるケースレール６１７
が連結されている。
【０２０１】
　ケースレール６１７の最下流部には、遊技球の払出を行うための払出装置６１８が設け
られている。図５１に示すように、払出装置６１８は、払出モータ６１９と、該払出モー
タ６１９により駆動される払出ゲート部材６２０とを有しており、払出制御装置６０３か
らの制御信号により払出モータ６１９が駆動され、その払出モータ６１９の駆動に伴い払
出ゲート部材６２０が通路開放位置に移動する。そしてこれにより、必要個数の遊技球の
払出が適宜行われる。
【０２０２】
　払出装置６１８は、遊技時の入賞等に伴い行われる遊技球払出機能の他に、メンテナン
ス時などにおいてケースレール６１７等に滞在している遊技球を外部に排出するための遊
技球排出機能を有しており、遊技球排出時には、通路切換レバー６２１が払出実行位置か
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ら排出実行位置に切り換えられ、かつ払出モータ６１９が駆動されることによって遊技球
の外部排出が行われる。
【０２０３】
　ケースレール６１７は、前記タンクレール６１６と同様、前後方向に４列分設けられ、
それに合わせて払出装置６１８も４列分設けられている。この場合、図４９に示すように
、裏カバー部材６０１のベース部６１１には、金属板６２５が重ね合わせて設けられ、そ
の金属板６２５上に起立するようにして金属製の２本のボス部材６２６が設けられている
。なお、図４７において符号６２７はボス部材６２６の基端部を固定するための金属板で
ある。つまり、ボス部材６２６は、表裏２枚の金属板６２５，６２７によってその基端部
が強固に固定されている。そして、ボス部材６２６に挿通させた状態で、４列分の払出装
置６１８がまとめて固定されている。
【０２０４】
　払出装置６１８の下流側には、やはり４列分の遊技球通路を形成するための通路形成部
材６３０が設けられている。この通路形成部材６３０は、その内部に払出通路６３１と排
出通路６３２とを有するものであり、遊技球が払出通路６３１を通過することにより前記
上皿１５１等への払出が行われる。また、遊技球が排出通路６３２を通過することにより
遊技球の外部排出が行われる。通路形成部材６３０は、金属板６２５上に設けられた２本
の支柱部材６３３により固定されている。
【０２０５】
　通路形成部材６３０には、払出制御装置６０３から払出装置６１８への払出指令の信号
を中継する払出中継基板６３５が設置されている。なお図示は省略するが、ケースレール
６１７の上流部には、タンク６１５やタンクレール６１６から供給される遊技球の有無を
検出するタンク球無しセンサが設けられている。また、払出装置６１８には、払出モータ
６１９の回転を検出する払出回転センサや、払い出される遊技球数をカウントする払出カ
ウントスイッチが設けられている。
【０２０６】
　払出機構６０２におけるタンクや通路部材類はいずれも導電性を有する合成樹脂材料、
例えば導電性ポリカーボネート樹脂にて成形され、その一部にてアースされている。これ
により、遊技球の帯電によるノイズの発生が抑制されるようになっている。
【０２０７】
　ベース部６１１において通路形成部材６３０の下流側には、上記払出機構６０２から流
下してきた遊技球を分配するための遊技球分配部６４０が設けられている。この遊技球分
配部６４０には、図４９に示すように、３つの通路開口部６４１，６４２，６４３が設け
られており、そのうち通路開口部６４１は上皿１５１に連通し、通路開口部６４２は下皿
７１に連通し、通路開口部６４３は遊技機外部に繋がる遊技球排出部に連通する構成とな
っている。
【０２０８】
　ここで、遊技球分配部６４０よりも下流側の遊技球通路について図５１を用いて説明す
る。裏カバー部材６０１において保護カバー部６１２の下方には、遊技球分配部６４０の
通路開口部６４１に連通する上皿案内通路６５１が設けられている。その上皿案内通路６
５１は裏カバー部材６０１の前面側に開口しており、払出ブロック６をドアブロック４に
装着した状態では、上皿案内通路６５１の前面側開口部が上皿ユニット１５の排出口１６
３（図７等参照）に連通する構成となっている。
【０２０９】
　また、裏カバー部材６０１には、遊技球分配部６４０の通路開口部６４２に連通する下
皿案内通路６５２と、同遊技球分配部６４０の通路開口部６４３に連通する外部排出通路
６５３とが並行して設けられている。下皿案内通路６５２は裏カバー部材６０１の前面側
に開口しており、払出ブロック６をドアブロック４に装着した状態では、下皿案内通路６
５２の前面側開口部が内枠１２の下皿連通路１４５（図７等参照）に連通する構成となっ
ている。なお、図中の符号６５５は、下皿７１が満タンとなることで上流側に遊技球が溢
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れてきた場合にそれを検知するための下皿満タンスイッチである。
【０２１０】
　かかる場合、通路形成部材６３０の払出通路６３１を流下してきた遊技球は、基本的に
そのまま通路開口部６４１に流れ込み、その後上皿案内通路６５１を介して上皿１５１に
排出される。ただし、上皿１５１が満タンとなることで余剰となった遊技球が上皿案内通
路６５１を通じて溢れてくる場合には、その余剰の遊技球が通路開口部６４２に流れ込み
、その後下皿案内通路６５２を介して下皿７１に排出される。また、通路形成部材６３０
の排出通路６３２を流下してきた遊技球は、外部排出通路６５３を介して遊技機外部（遊
技ホールの島設備）に排出される。
【０２１１】
　また、本払出ブロック６をドアブロック４に装着した場合では、ドアブロック４に設け
られた取込ユニット１６の背後及びその周辺が払出ブロック６により囲まれることとなる
。この場合特に、裏カバー部材６０１のベース部６１１には、球留め装置１５５の操作レ
バー２１３の形状に合わせたレバー挿通孔６５７が設けられており、そのレバー挿通孔６
５７に球留め装置１５５の操作レバー２１３が挿通されるようになっている。レバー挿通
孔６５７は、操作レバー２１３が取込ユニット保持位置（ホールド板片２２４が取込ユニ
ット１６の背面に当接した状態）にある場合にのみ、操作レバー２１３が挿通可能となる
形状及び大きさで設けられており、仮に操作レバー２１３が取込ユニット取り外し位置（
ホールド板片２２４が取込ユニット１６の背面に当接していない状態）にある場合には、
ドアブロック４に対して払出ブロック６を装着しようとしても、操作レバー２１３がレバ
ー挿通孔６５７に挿通できないために該装着ができないようになっている。
【０２１２】
　したがって、ドアブロック４に対して取込ユニット１６を装着した後、球留め装置１５
５の操作レバー２１３を取込ユニット保持位置に操作することが忘れられてしまうといっ
た作業上のミステークを回避することができる。またこのとき、操作レバー２１３が確実
に取込ユニット保持位置に操作されることにより、遊技に際し、上皿１５１から取込ユニ
ット１６への遊技球の流れが意に反して阻害されるといった不都合も回避できる。
【０２１３】
　裏カバー部材６０１において内面側（前方側）から見て左端部には、支持金具６６１が
取り付けられている。支持金具６６１には上下一対の支軸６６２，６６３が設けられてい
る。また、支持金具６６１の下方には、支軸６６６を有する支持金具６６５が取り付けら
れている。これら各支持金具６６１，６６５の支軸６６２，６６３，６６６は、払出ブロ
ック６をドアブロック４に回動可能に支持するための支持手段を構成するものであり、こ
の支軸６６２，６６３，６６６がドアブロック４に設けられた軸金具１１１，１１２，１
１３の軸受け部１１１ａ，１１２ｂ，１１３ｂの軸孔（図７等参照）に差し入れられるよ
うになっている。なお、ドアブロック４側の軸受け部１１１ａ，１１２ｂ，１１３ｂと払
出ブロック６側の支軸６６２，６６３，６６６とが前記図６に示す「払出ブロック６用の
支持手段Ｍ２１～Ｍ２３」に相当する。
【０２１４】
　裏カバー部材６０１の内面側において保護カバー部６１２を挟んでその上下部位には、
面替えブロック５に設けた２つの結合フック部材５３１，５３２に係止される金属製の係
止片６７１，６７２が取り付けられている。面替えブロック５と払出ブロック６とを重ね
た状態で面替えブロック５の結合フック部材５３１，５３２を係止位置に操作することに
より両ブロック５，６の結合状態とされ、同結合フック部材５３１，５３２を係止解除位
置に操作することにより両ブロック５，６が分離可能となるようになっている。
【０２１５】
　この場合、結合フック部材５３１，５３２の操作は払出ブロック６の裏カバー部材６０
１よりも前方側でのみ可能であり、払出ブロック６の前方側が開放されていなければ、結
合フック部材５３１，５３２の係止解除操作が不可能となっている。つまり、面替えブロ
ック５と払出ブロック６との一体物をドアブロック４に装着した状態（図３に示す状態）
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では結合フック部材５３１，５３２が内部に隠れており、結合フック部材５３１，５３２
の手動操作による面替えブロック５及び払出ブロック６の開放操作が不可能となっている
。
【０２１６】
　また、同じく裏カバー部材６０１の内面側において、前記支持金具６６１とは反対側で
あって保護カバー部６１２を挟んで上方及び下方となる各部位には、ドアブロック４に設
けた施錠装置１２０の第２鉤金具部４５１，４５２に係止される金属製の係止片６７３，
６７４が取り付けられている。各係止片６７３，６７４は、その高さ寸法が、下側の張出
突片部４０５に形成された平坦部４０５ｃから延出壁部４０６までの高さ寸法より若干小
さくなるように形成されている。ドアブロック４に対して払出ブロック６が閉じられた状
態では、施錠装置１２０の第２鉤金具部４５１，４５２により係止片６７３，６７４が係
止され、払出ブロック６が閉鎖状態に保持される。そして、操作キーによる解錠操作に伴
い第２鉤金具部４５１，４５２が係止解除位置に移動すると、係止片６７３，６７４の係
止が解除され、払出ブロック６が開放可能となる。
【０２１７】
　また特に、保護カバー部６１２には、係止片６７３，６７４を囲むようにして遮蔽カバ
ー６７５，６７６が設けられている。この遮蔽カバー６７５，６７６は、前方にのみ開放
したボックス状をなすものであり、その後方からは指や道具等を差し入れることができな
いようになっている。また、遮蔽カバー６７５，６７６は、ドアブロック４に対して払出
ブロック６が閉じられた状態（図３に示す状態）となった場合に、施錠装置１２０の返し
部４７１と当接するようになっており、返し部４７１と右枠部１０２のリブ１０６をネジ
止め固定する部位も覆うようになっている。したがって、ドアブロック４に対して払出ブ
ロック６が閉じられた状態では、施錠装置１２０の施錠状態（第２鉤金具部４５１，４５
２と係止片６７３，６７４との係止状態）が不正に解除されることはなく、内枠１２と施
錠装置１２０のネジ止め固定（より詳しくは返し部４７１とリブ１０６のネジ止め固定）
が不正に解除されることもない。故に、不正の抑止効果が得られる。
【０２１８】
　加えて、裏カバー部材６０１は、ドアブロック４に対して払出ブロック６が閉じられた
状態（図３に示す状態）となった場合に、施錠装置１２０の防護カバー４０１の一部と当
接するようになっている。したがって、払出ブロック６を開放しなければ防護カバー４０
１を施錠装置１２０から取り外すことはできず、施錠装置１２０の解錠機構が露出するこ
とはない。故に、かかる構成からも不正の抑止効果が得られる。
【０２１９】
　その他に、裏カバー部材６０１には、払出ブロック６をドアブロック４に装着した状態
で固定するためのロック部材６７８，６７９が設けられている。ロック部材６７８，６７
９は、内枠１２の鉤金具１４７，１４８（図１１参照）に対応する位置に設けられており
、それぞれ鉤金具１４７，１４８に係止される係止片を有する構成となっている。この場
合、鉤金具１４７，１４８に対して各ロック部材６７８，６７９の係止片を係止状態にす
ることでドアブロック４に払出ブロック６が固定される。また、各ロック部材６７８，６
７９の係止状態を解除した後、施錠装置１２０による施錠を解除することでドアブロック
４から払出ブロック６が取り外しできるようになっている。裏カバー部材６０１にロック
部材６７８，６７９を設け、内枠１２に鉤金具１４７，１４８を設けることにより、仮に
施錠装置１２０によるドアブロック４と払出ブロック６の施錠が不正に解除された場合で
あっても、払出ブロック６がドアブロック４から開放又は取り外しされることを抑制する
ことが可能となる。
【０２２０】
　（払出制御装置６０３と電源装置６０４との説明）
　次に、裏カバー部材６０１の背面側に取り付けられた払出制御装置６０３と電源装置６
０４とを図４８等に基づいて説明する。
【０２２１】
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　払出制御装置６０３は、前記主制御装置５０５等と同様、ＣＰＵやメモリ等の電子部品
が実装された払出制御基板６８１と、その払出制御基板６８１を収容する基板ボックス６
８２とから構成されている。基板ボックス６８２は透明な合成樹脂材料にて成形されてお
り、この透明な基板ボックス６８２によってその内部の払出制御基板６８１が視認可能と
なっている。基板ボックス６８２には、同ボックス６８２を構成する表側及び裏側のケー
ス部材を連結する封印手段としての封印部６８３（いわゆるカシメ部）が設けられている
。封印部６８３は、破壊等を伴うことで基板ボックス６８２を開封可能とするものであり
、開封後には破壊などがなされた部材が開封履歴として残るため、その開封履歴によって
開封事実の確認が可能となっている。これにより、仮に基板ボックス６８２が不正に開封
された場合などにおいては、封印部６８３の確認によって不正行為の発見が可能となって
いる。
【０２２２】
　また、払出制御装置６０３の基板ボックス６８２には、ナイラッチ（登録商標）等より
なる固定具６８４，６８５が設けられており、他方当該払出制御装置６０３が取り付けら
れる裏カバー部材６０１のベース部６１１には、被取付孔部６８６，６８７が設けられて
いる（図５０参照）。この場合、払出制御装置６０３を所定の取付位置に配置し、被取付
孔部６８６，６８７に対して固定具６８４，６８５を固定操作状態とすることにより、裏
カバー部材６０１に対する払出制御装置６０３の装着が完了する。
【０２２３】
　一方、電源装置６０４は、電源基板６９１とその電源基板６９１を収容する基板ボック
ス６９２とにより構成されている。基板ボックス６９２は透明な合成樹脂材料にて成形さ
れており、この透明な基板ボックス６９２によってその内部の電源基板６９１が視認可能
となっている。電源装置６０４には、本遊技機１を起動させるための電源スイッチ６９４
と、本遊技機１の各種状態をリセットするためのリセットスイッチ６９５と、ホール管理
者などが払出遊技球の出玉調整を行うための設定キースイッチ６９６とが設けられている
。本遊技機１０は各種データのバックアップ機能を有しており、万一停電が発生した際で
も停電時の状態を保持し、停電からの復帰（復電）の際には停電時の状態に復帰できるよ
うになっている。この場合、例えば、遊技ホールの営業が終了する場合のように通常手順
で電源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、リセットスイッチ６９５を押しな
がら電源スイッチ６９４をオンするとバックアップデータがリセットされるようになって
いる。また、電源スイッチ６９４がオンされている状態でリセットスイッチ６９５を押し
た場合にはエラー状態がリセットされる。また、ホール管理者等による設定キーの操作に
より設定キースイッチ６９６が操作されることにより、本遊技機１の設定状態が多段階で
変更される。このとき、例えば「設定１」から「設定６」の６段階で設定変更が行われ、
その設定変更に伴い当選確率などが変更されるようになっている。なお、電源装置６０４
は、ネジ等により裏カバー部材６０１のベース部６１１に固定される。
【０２２４】
　その他、裏カバー部材６０１のベース部６１１には、球貸しユニットから貸し出される
遊技球の払出等を管理する球貸しユニット接続基板６９８が設けられている。
【０２２５】
　（面替えユニット５の交換作業等の説明）
　上述したように面替えブロック５は交換可能ユニットとなっている。ここでは、遊技ホ
ールでの機種入替時などにおける面替えブロック５の交換作業について、施錠装置１２０
の解錠操作に絡めながら説明する。図５２は、ドアブロック４と、外枠２及び払出ブロッ
ク６との施解錠状態を開放端側（すなわち遊技機１右側）から見た状態を示す図である。
なお、図５２では、理解を容易なものとするため、ドアブロック４については施錠装置１
２０のみを、外枠２及び払出ブロック６については保持金具７ａ，７ｂと係止片６７３，
６７４のみを図示している。
【０２２６】
　交換作業の説明に先立ち、ドアブロック４と、外枠２及び払出ブロック６とが閉鎖され
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ている状態を説明することとする。図５２（ａ）は、ドアブロック４が外枠２に対して閉
鎖され、払出ブロック６がドアブロック４に対して閉鎖されている状態を示す図である。
【０２２７】
　このとき、施錠装置１２０の各第１鉤金具４２１，４２２と、外枠２に設けられた保持
金具７ａ，７ｂは、各第１鉤金具４２１，４２２の鉤凹部４２１ａ，４２２ａにて係合し
ている。つまり、施錠装置１２０は、前後方向（図５２においては左右方向）への移動を
保持金具７ａ，７ｂにより規制されている。この結果、ドアブロック４が外枠２に対して
閉鎖状態で保持されている。また、上述した通り、第１連動杆４３１には、下側の第１鉤
金具４２２の鉤凹部４２２ａを上方から塞ぐようにして延出板部４３４が形成されており
、各保持金具７ａ，７ｂの高さ寸法は、下側の鉤凹部４２２ａから延出板部４３４までの
高さ寸法より若干小さくなるように形成されている。したがって、ドアブロック４が外枠
２に対して閉鎖されている状況下においては、下側の第１鉤金具４２２と延出板部４３４
によって下側の保持金具７ｂが挟み込まれる形となっている。
【０２２８】
　また、施錠装置１２０の各第２鉤金具部４５１，４５２と、払出ブロック６に設けられ
た係止片６７３，６７４は、各第２鉤金具部４５１，４５２の鉤凹部４５１ａ，４５２ａ
にて係合している。つまり、係止片６７３，６７４は、前後方向（図５２においては左右
方向）への移動を各第２鉤金具部４５１，４５２により規制されている。この結果、払出
ブロック６がドアブロック４に対して閉鎖状態で保持されている。さらに、上述した通り
、部材取付部４００ｂには、第２鉤金具部４５１，４５２の鉤凹部４５１ａ，４５２ａよ
り下側の領域を開放端側から隠すようにして張出突片部４０４，４０５が形成されており
、下側の張出突片部４０５には、下側の第２鉤金具部４５２の鉤凹部４５２ａを上方から
塞ぐようにして延出壁部４０６が形成されている。そして、各係止片６７３，６７４は、
その高さ寸法が、下側の張出突片部４０５に形成された平坦部４０５ｃから延出壁部４０
６までの高さ寸法より若干小さくなるように形成されている。したがって、払出ブロック
６がドアブロック４に対して閉鎖されている状況下においては、下側の張出突片部４０５
に形成された平坦部４０５ｃと延出壁部４０６とにより、下側の係止片６７４の上下方向
への移動が規制されている。つまり、各第２鉤金具部４５１，４５２、張出突片部４０４
，４０５及び延出壁部４０６を施錠装置１２０に設けることにより、払出ブロック６をド
アブロック４に対して閉鎖状態で保持すると共に、払出ブロック６がドアブロック４に対
してがたつくことを抑制することが可能となっている。
【０２２９】
　面替えブロック５の交換作業を行う場合、まずは図示しない操作キーを施錠装置１２０
のキーシリンダ４１１に差し込んで時計回りに回動操作する（これが「第１解錠操作」に
相当する）。このとき、図５２（ｂ）に示すように、第１連動杆４３１がコイルばね４３
８ａ，４３８ｂの付勢力に抗して上方に移動し、第１連動杆４３１に連動して両第１鉤金
具４２１，４２２の先端部が下方に移動する。この結果、両第１鉤金具４２１，４２２の
鉤凹部４２１ａ，４２２ａが下方に移動することとなり、両第１鉤金具４２１，４２２と
、外枠２に設けられた保持金具７ａ，７ｂとの係合状態が解除され、外枠２に対するドア
ブロック４の施錠状態が解除される。このとき、両第２鉤金具部４５１，４５２と、払出
ブロック６に設けられた係止片６７３，６７４との係合状態は保持されたままである。し
たがって、第１の解錠操作を終了させることなくドアブロック４を手前側に開放すれば、
図３に示すようにドアブロック４と共に面替えブロック５や払出ブロック６が一体動作す
る。
【０２３０】
　次に、払出ブロック６の裏カバー部材６０１に設けた各ロック部材６７８，６７９を指
等でアンロック状態に操作する。その後、図示しない操作キーを施錠装置１２０のキーシ
リンダ４１１に差し込んで反時計回り方向に回動操作する（これが「第２解錠操作」に相
当する）。このとき、図５２（ｃ）に示すように、第１連動杆４３１が下方に移動し、こ
れに連動して第２連動杆４４１に形成された両第２鉤金具部４５１，４５２が下方に移動
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する。この結果、両第２鉤金具部４５１，４５２の鉤凹部４５１ａ，４５２ａが下方に移
動することとなり、両第２鉤金具部４５１，４５２と、払出ブロック６に設けられた係止
片６７３，６７４との係合状態が解除され、ドアブロック４に対する払出ブロック６の施
錠状態が解除される。これにより、ドアブロック４に対して面替えブロック５及び払出ブ
ロック６の一体物を開放することが可能となる。したがって、第２の解錠操作を終了させ
ることなく払出ブロック６を後方に開放すれば、図６（ｂ）の模式図に示すように払出ブ
ロック６と共に面替えブロック５が一体動作する。そして更に、面替えブロック５に設け
られた結合フック部材５３１，５３２を結合解除位置に操作し、面替えブロック５を前方
に開放すると図４に示す状態となる。なおこの状態で、各ブロック間の電気配線等を適宜
外しておく。
【０２３１】
　そして、図４の状態で、面替えブロック５を上方に持ち上げるようにしてドアブロック
４から取り外す。このとき、ドアブロック４側に設けられた軸金具１１１，１１２の軸受
け部１１１ｂ，１１２ａから面替えブロック５側に設けられた支軸５２５，５２６が引き
抜かれ、ドアブロック４から面替えブロック５が分離される。
【０２３２】
　新しい面替えブロック５を装着した後は、上記取り外し作業と逆の作業手順を行う。す
なわち、新しい面替えブロック５をドアブロック４に取り付け、電気配線等の接続を適宜
実行する。そして、面替えブロック５と払出ブロック６とを重ねた状態で結合フック部材
５３１，５３２を結合位置に操作し、次に、面替えブロック５及び払出ブロック６の一体
物をドアブロック４側に回動させてこれらを重ねた状態とする。このとき、払出ブロック
６の係止片６７３，６７４は、先ず施錠装置１２０に設けられた張出突片部４０４，４０
５の案内部４０４ｄ，４０５ｄと当接し、該案内部４０４ｄ，４０５ｄの傾斜に沿って斜
め上方へと移動すると共に平坦部４０４ｃ，４０５ｃへと案内される。また、第２鉤金具
部４５１，４５２は、コイルばね４４５の付勢力により初期位置に復帰しているが、案内
部４０４ｄ，４０５ｄと同様の傾斜部４５１ｂ，４５２ｂが形成されているため、係止片
６７３，６７４の前方（図５２における左方）への移動に伴って下方に移動する。そして
、係止片６７３，６７４が張出突片部４０４，４０５の起立壁部４０４ａ，４０５ａと当
接する位置まで移動すると、第２鉤金具部４５１，４５２が初期位置に復帰し、ドアブロ
ック４に対する払出ブロック６の施錠が行われる。その後、払出ブロック６の各ロック部
材６７８，６７９を指等でロック状態に操作する。
【０２３３】
　その後、ドアブロック４を外枠２に対して閉じると、遊技機１の入替作業が完了する。
このとき、第１鉤金具４２１，４２２は、コイルばね４３８ａ，４３８ｂの付勢力により
初期位置に復帰しているが、先端に向けて下方に傾斜する傾斜部４２１ｂ，４２２ｂが形
成されているため、外枠２に設けられた保持金具７ａ，７ｂの前方（図５２における左方
）への移動に伴って下方に移動する。そして、保持金具７ａ，７ｂが部材取付部４００ｂ
と当接する位置まで移動すると、第１鉤金具４２１，４２２が初期位置に復帰し、外枠２
に対するドアブロック４の施錠が行われる。
【０２３４】
　さらに、本遊技機１では、ドアブロック４と外枠２が施錠状態にある場合、ドアブロッ
ク４と払出ブロック６の施錠状態が解除できない構成となっている。図５２（ｃ）に示す
ように、第２解錠操作が行われた場合、第１連動杆４３１は下向きに移動し、これに連動
して第２連動杆４４１及び第２鉤金具部４５１，４５２が下向きに移動する。ところが、
ドアブロック４と外枠２が施錠状態にある場合、図５２（ａ）に示すように、外枠２の下
側の保持金具７ｂは、下側の第１鉤金具４２２の鉤凹部４２２ａと、第１連動杆４３１に
形成された延出板部４３４に挟まれるようにして下側の第１鉤金具４２２と係合している
。したがって、下側の保持金具７ｂにより第１連動杆４３１の下向きの移動が阻害される
こととなり、ドアブロック４と払出ブロック６の施錠状態が解除できない構成となってい
る。換言すれば、延出板部４３４は、払出ブロック６の誤開放防止機能を有しているとも
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言える。遊技機１は、他の遊技機と背中合わせとなるようにして遊技場の島設備に設置さ
れることが一般的であるため、かかる構成とすることにより、外枠２からドアブロック４
を開放することなく第２解錠操作が行われ、背面側に設置された遊技機に払出ブロック６
が衝突する等の不具合を回避することが可能となる。
【０２３５】
　上記の面替えブロック５の交換作業に際し、操作キーによるドアブロック４の施錠解除
以外は何ら特別な工具等を必要することはなく、交換作業の容易化が図られている。
【０２３６】
　ちなみに、リール装置５０３等のメンテナンス時や主制御装置５０５等の点検時などに
おいては、ドアブロック４、面替えブロック５及び払出ブロック６の一体物の開放後に、
各ロック部材６７８，６７９や結合フック部材５３１，５３２を結合解除操作して面替え
ブロック５と払出ブロック６とを分離させる（図４の状態）。そしてこの状態で、リール
装置５０３等のメンテナンスや主制御装置５０５等の点検などが行われる。
【０２３７】
　（電気的構成の説明）
　次に、本遊技機１の電気的構成について、図５３のブロック図に基づいて説明する。図
５３では、電気的な各構成要素を、ドアブロック４、面替えブロック５及び払出ブロック
６に区分けして示している。また、電源装置６０４から供給される電力の供給ラインを二
重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
【０２３８】
　図５３において、主制御装置５０５、表示制御装置５０６及び払出制御装置６０３は、
何れもＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を有してなる論理演算装置にて構成されており、各制御
装置のＣＰＵはＲＯＭ内に予め記憶されている演算プログラムに基づいて遊技に関する各
種制御を実行する。これら各制御装置は、信号ラインや中継基板等を介して接続されてお
り、遊技に際しては制御装置間におけるコマンド等の授受によって遊技の進行が行われる
。
【０２３９】
　詳しくは、面替えブロック５において、主制御装置５０５には、リール中継基板５４８
を介してリール装置５０３と外部端子板５７５とが接続されるとともに、サブ中継基板７
０１を介して表示制御装置５０６が接続されている。リール装置５０３では、主制御装置
５０５からの指令に基づいて各リール５４１～５４３の回転が制御される。外部端子板５
７５は遊技ホール等に設置されるホール管理装置（いわゆる、ホールコンピュータ）に接
続される中継装置であり、この外部端子板５７５を通じて都度の遊技状況（遊技回数、特
別遊技状態への移行回数等々）がホール管理装置に出力される。表示制御装置５０６は、
主制御装置５０５から毎遊技の補助演出に関する各種コマンドを入力し、そのコマンドに
応じて液晶表示装置５０４による補助演出を実施するとともに、ドアブロック４に設けた
ドア上部中継基板７０３（前記音声ランプ中継基板１０８に相当）を介してスピーカ類や
ランプ類の駆動を制御する。
【０２４０】
　図示等による説明は省略したが、本遊技機１には、外枠２に対して遊技機主部３（ドア
ブロック４）が開放されたことを検知するためのドアスイッチが設けられており、このド
アスイッチの検出信号はリール中継基板５４８を介して主制御装置５０５に入力されるよ
うになっている。
【０２４１】
　なお、主制御装置５０５において、ＲＡＭの一部には本遊技機１の電源遮断後において
も電源装置６０４からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）する
ことが可能なバックアップエリアが設けられている。したがって、停電などの発生により
電源が遮断された場合には、電源遮断時の各種データがＲＡＭのバックアップエリアに記
憶保持され、次回の電源投入時（停電解消による電源投入を含む）において遊技機１の状
態が電源遮断前の状態に復帰できるようになっている。
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【０２４２】
　また、払出ブロック６には払出ブロック中継基板７０２が設けられており、この払出ブ
ロック中継基板７０２を介して前記面替えブロック５の主制御装置５０５と、本払出ブロ
ック６の払出制御装置６０３や取込ユニット１６とが接続されている。加えて、払出ブロ
ック中継基板７０２を介して前記面替えブロック５の主制御装置５０５と、ドアブロック
４のドアブロック中継基板７０４とが接続されている。
【０２４３】
　この場合、ドアブロック４の各種操作部材（ベットスイッチ３８、スタートレバー３３
、ストップスイッチ３５～３７）が遊技者により操作されると、これら操作部材に内蔵さ
れた操作検出部によって当該操作が検出され、都度の操作検出信号がドアブロック中継基
板７０４及び払出ブロック中継基板７０２を介して主制御装置５０５に入力される。例え
ば、ベットスイッチ３８の操作に伴う操作検出信号が主制御装置５０５に入力された場合
、主制御装置５０５は、払出ブロック中継基板７０２を介して取込ユニット１６に取込制
御信号を出力する。この取込制御信号によって取込ユニット１６の各取込装置３０１～３
０３におけるソレノイド３２５が駆動され、遊技球の取込が順次行われる。遊技球取込時
における遊技球取込検出センサ（センサユニット３７０、下流側取込センサ３８０）の検
出信号は、やはり払出ブロック中継基板７０２を介して主制御装置５０５に入力される。
【０２４４】
　また、リール装置５０３の各リールの停止図柄（ドアブロック４の視認窓２１から視認
できる上下３個分の図柄、及び各図柄の組み合わせ）が所定の遊技球払出役（小役図柄、
ボーナス図柄）に合致する場合には、主制御装置５０５は、都度の成立役に応じて遊技球
の払出個数を設定し、その払出個数に対応する払出制御信号を払出ブロック中継基板７０
２を介して払出制御装置６０３に出力する。これにより、払出制御装置６０３によって払
出装置６１８（払出モータ６１９）が駆動され、遊技球の払出が行われる。
【０２４５】
　なお、払出制御装置６０３において、ＲＡＭの一部には主制御装置５０５のＲＡＭと同
様に、本遊技機１の電源遮断後においても電源装置６０４からバックアップ電圧が供給さ
れてデータを保持（バックアップ）することが可能なバックアップエリアが設けられてい
る。したがって、停電などの発生により電源が遮断された場合には、電源遮断時の各種デ
ータがＲＡＭのバックアップエリアに記憶保持され、次回の電源投入時（停電解消による
電源投入を含む）において遊技機１の状態が電源遮断前の状態に復帰できるようになって
いる。
【０２４６】
　図示は省略しているが、払出制御装置６０３には、面替えブロック５の前面枠５０１に
設けた情報表示基板５１４や、球貸しユニットから貸し出される遊技球の払出等を管理す
る球貸しユニット接続基板６９８等が接続されている。
【０２４７】
　電源装置６０４は外部より供給される交流２４ボルト電源を取り込み、各種スイッチや
モータ等を駆動するための＋１２Ｖ電源、ロジック用の＋５Ｖ電源、ＲＡＭバックアップ
用のバックアップ電源などを生成し、これら＋１２Ｖ電源、＋５Ｖ電源及びバックアップ
電源を主制御装置５０５や払出制御装置６０３等に対して供給する。
【０２４８】
　（遊技の概略説明）
　次に、上記構成の遊技機１について、遊技者により行われる遊技の概要を簡単に説明す
る。
【０２４９】
　遊技の開始に際し、上皿１５１に遊技球が十分にある状況において遊技者によりベット
スイッチ３８が押圧操作されると、取込ユニット１６の各取込装置３０１～３０３におい
て各々遊技球の取込が行われる。そして、ベット数に対応する所定個数（例えば１５個）
の遊技球の取込が完了した後、スタートレバー３３が操作されると、リール装置５０３の
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各リール５４１～５４３が一斉に又は所定順序で回転し始める。このスタートレバー３３
の操作時には、主制御装置５０５において小役、再遊技（リプレイ）、ボーナスゲーム等
に関する内部抽選が行われる。各リール５４１～５４３の回転時には、その外周面に付さ
れた図柄が視認窓２１を通じて上から下へと移動するような態様で視認される。
【０２５０】
　その後、遊技者によりストップスイッチ３５～３７が任意の順序で操作されると、各ス
トップスイッチ３５～３７の操作タイミングに合わせて各々対応するリール５４１～５４
３の回転が停止される。このとき、各リール５４１～５４３の停止時には、所定の図柄を
特定位置に停止させるような引き込み停止制御が適宜実施される。例えば、内部抽選によ
り小役等が成立している場合、その小役等が成立する停止図柄の組み合わせとなるように
、ストップスイッチ３５～３７の操作タイミングから最大４図柄分、停止図柄がスライド
可能となっている（停止図柄のスベリが行われる）。ちなみに、各リール５４１～５４３
の回転開始後、ストップスイッチ３５～３７の操作がなされないまま規定時間を経過した
場合にはその時点で各リール５４１～５４３の回転が停止される。
【０２５１】
　各リール５４１～５４３の停止時（図柄停止時）において、その停止図柄及びその組み
合わせが小役図柄に合致する場合、その際の成立役に応じた数の遊技球が払い出される。
この場合、払出装置６１８の駆動により上皿１５１に遊技球が払い出される。また、その
停止図柄及びその組み合わせがボーナス図柄に合致する場合、次ゲーム以降の内部抽選に
おいて遊技球払出役に当選する確率がアップするボーナスゲームに移行する。
【０２５２】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２５３】
　リール装置５０３や主制御装置５０５を搭載する面替えブロック５の背面側を覆うよう
にして払出ブロック６を取り付けることにより、外枠２から遊技機主部３が不正に開放さ
れた場合であっても、リール装置５０３や主制御装置５０５が背面側から露出することを
回避することが可能となり、リール装置５０３や主制御装置５０５に対して遊技機主部３
の背面側から不正が行われる機会を低減することが可能となる。
【０２５４】
　払出ブロック６をドアブロック４に対して開閉可能に取り付けると共に、ドアブロック
４の前面側から解錠可能にドアブロック４に対して施錠される構成とすることにより、不
正行為者が遊技機主部３の背面側から不正を行うためには、遊技機主部３と外枠２の不正
解錠に加えて払出ブロック６とドアブロック４の不正解錠を行わなければならない。故に
、遊技機主部３の背面側から不正を行う際の解錠作業を困難なものとすることが可能とな
り、不正行為の実行を思い止まらせることが可能となる。確かに、ロック部材６７８のよ
うな遊技機主部３の背面側から操作可能な係止部材を複数設け、施錠装置１２０を用いる
ことなく払出ブロック６をドアブロック４に対して固定する構成としても、リール装置５
０３や主制御装置５０５の背面側からの露出を回避することが可能である。しかしながら
、かかる構成においては、遊技機主部３が外枠２から不正開放されると容易に係止部材の
係止状態が解除されることとなり、不正行為が行われる機会を十分に低減させることはで
きない。また、払出ブロック６の背面側から解錠操作可能な施錠装置を別途設ける構成と
した場合、遊技機主部３の施錠状態を解除するための操作キーと払出ブロック６の施錠状
態を解除するための操作キーとを別個に用意しておく必要が生じるため、遊技機１を設置
する遊技場の管理者等が払出ブロック６を開放して不正行為の有無を確認する際の作業性
が繁雑なものとなってしまう。以上の結果、払出ブロック６がドアブロック４の前面側か
ら解錠可能にドアブロック４に対して施錠される構成とすることにより、遊技場の管理者
等が払出ブロック６を開放する際の作業性を容易なものとすると共に、遊技機主部３の背
面側から不正を行おうと考える不正行為者の解錠作業を困難なものとすることが可能とな
る。
【０２５５】
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　払出ブロック６の開閉中心をドアブロック４の開閉中心と同じ一側に設けることにより
、ドアブロック４を外枠２に対して施錠する第１施錠機能と、払出ブロック６をドアブロ
ック４に対して施錠する第２施錠機能とを１つの施錠装置１２０に持たせることが可能と
なる。この結果、第２施錠機能の付与に伴う遊技機１のコストアップを抑制すると共に、
遊技場の管理者等が払出ブロック６を開放する際の作業性が繁雑なものとなることを回避
することが可能となる。また、施錠装置１２０をドアブロック４の開放端側端部に設ける
ことにより、遊技機主部３が外枠２に施錠されている状況下で遊技機主部３が外枠２から
がたつく、或いは払出ブロック６がドアブロック４に施錠されている状況下で払出ブロッ
ク６がドアブロック４からがたつく不具合を抑制させることが可能となる。
【０２５６】
　施錠装置１２０を、操作キーがキーシリンダ４１１に差し込まれて時計回りに回動操作
された場合にドアブロック４と外枠２の施錠状態が解除され、反時計回りに回動操作され
た場合に払出ブロック６とドアブロック４の施錠状態が解除される構成とすることにより
、遊技場の管理者等においては、操作キーをキーシリンダ４１１に差し込んで所定の向き
に回動操作すればドアブロック４又は払出ブロック６の施錠状態を解除することができる
。故に、各解錠操作を比較的簡単なものとすることが可能となり、遊技場の管理者等が払
出ブロック６をドアブロック４から開放する際の作業性を向上させることが可能となる。
【０２５７】
　部材取付部４００ｂの開放端側に第１鉤金具４２１，４２２と第１連動杆４３１を取り
付け、第１鉤金具４２１，４２２の起立部４２１ｃ，４２２ｃに、施錠側に付勢するコイ
ルばね４３８ａ，４３８ｂを掛けた。かかる構成とすることにより、第１解錠操作に伴っ
て第１連動杆４３１が解錠側に移動した場合には、両第１鉤金具４２１，４２２をコイル
ばね４３８ａ，４３８ｂの付勢力に抗して解錠位置へと移動させることができる一方、第
１鉤金具に形成された鉤凹部に針金等を引っかけ、第１連動杆４３１を移動させることな
く一方の第１鉤金具を不正に解錠位置へと移動させられた場合には、コイルばねの付勢力
により他方の第１鉤金具を施錠位置で保持することができる。故に、両第１鉤金具４２１
，４２２を共に解錠位置へと移動させる不正行為を困難なものとすることが可能となり、
遊技機主部３が外枠２から不正開放されることを困難なものとすることが可能となる。
【０２５８】
　部材取付部４００ｂの開閉中心側に第２連動杆４４１及び第２鉤金具部４５１，４５２
を取り付けることにより、第２連動杆４４１や第２鉤金具部４５１，４５２の少なくとも
一部を開放端側から隠すことができる。故に、第２連動杆４４１や第２鉤金具部４５１，
４５２に針金等を引っかけて解錠位置へと移動させる等の不正行為を困難なものとするこ
とが可能となる。また、第１連動杆４３１と第２連動杆４４１を別体構成とすることによ
り、比較的簡単な解錠機構を用いて第１鉤金具４２１，４２２と第２鉤金具部４５１，４
５２とを個別に解錠位置へと移動させることが可能となる。例えば第１連動杆４４１のみ
を用いて第１鉤金具４２１，４２２と第２鉤金具部４５１，４５２とを個別に解錠位置へ
と移動させる構成とした場合、第１連動杆４４１の移動方向をどうするか、或いは第１連
動杆４４１と第１鉤金具４２１，４２２の係合関係に加えて第１連動杆４４１と第２鉤金
具部４５１，４５２との係合関係をどうするのか等に工夫を施す必要が生じ、解錠機構が
複雑化し得るからである。また、かかる場合には、新たな解錠機構の開発費用に伴う遊技
機１のコストアップ等も懸念されることとなる。
【０２５９】
　部材取付部４００ｂの先端部より内側に入り込むようにして第２連動杆４４１を部材取
付部４００ｂに取り付けることにより、第２連動杆４４１が開放端側から露出することを
抑制することが可能となる。故に、払出ブロック６とドアブロック４の施錠状態を不正に
解除することを困難なものとすることが可能となる。
【０２６０】
　部材取付部４００ｂに上下一対の張出突片部４０４，４０５を形成し、該張出突片部４
０４，４０５の張出壁部４０４ｂ，４０５ｂに、その上縁部が第２鉤金具部４５１，４５
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２の鉤凹部４５１ａ，４５２ａ下縁部とほぼ同じ高さの位置で水平に延びる平坦部４０４
ｃ，４０５ｃを形成した。かかる構成とすることにより、第２連動杆４４１に加えて第２
鉤金具部４５１，４５２の鉤凹部４５１ａ，４５２ａ下側領域をも開放端側から隠すこと
が可能となり、払出ブロック６とドアブロック４の施錠状態を不正に解除することを困難
なものとすることが可能となる。また、第２鉤金具部４５１，４５２の鉤凹部４５１ａ，
４５２ａ下縁部とほぼ同じ高さとなるようにして平坦部４０４ｃ，４０５ｃを形成するこ
とにより、仮に開放端側から鉤凹部４５１ａ，４５２ａに針金等を引っかけて第２鉤金具
部４５１，４５２を引き下げようとしても、張出突片部４０４，４０５によりその引き下
げが不可能となる。したがって、払出ブロック６がドアブロック４から不正開放されるこ
とを抑制することが可能となる。さらにいうと、このように開放端側から第２鉤金具部４
５１，４５２を解錠位置へと移動させる不正解錠が困難な構成においては、第２鉤金具部
４５１，４５２を第１鉤金具４２１，４２２のように独立して施錠位置に保持される構成
とせずとも、不正解錠されることを十分に抑制することが可能である。したがって、第２
連動杆４４１と第２鉤金具部４５１，４５２を一体成形することにより、施錠装置１２０
の解錠機構を比較的簡単なものとすると共に、遊技機１のコストアップを抑制することが
可能となる。
【０２６１】
　平坦部４０４ｃ，４０５ｃを、第２鉤金具部４５１，４５２の鉤凹部４５１ａ，４５２
ａ下縁部とほぼ同じ高さとなるように形成することにより、払出ブロック６がドアブロッ
ク４に対して閉鎖された際に、第２鉤金具部４５１，４５２の鉤凹部４５１ａ，４５２ａ
の深さ分だけ払出ブロック６に設けられた係止片６７３，６７４と係合させることが可能
となる。故に、施錠状態下で所望される係合量を確保すべく第２鉤金具部４５１，４５２
の鉤凹部４５１ａ，４５２ａの深さを設定したにも関わらず、平坦部４０４ｃ，４０５ｃ
の位置が鉤凹部４５１ａ，４５２ａ下縁部より上方に位置するがために所望される係合量
を確保できないといった不具合が発生することを回避することが可能となる。また、払出
ブロック６がドアブロック４から開放されている状況下では、払出ブロック６の開放端側
が、払出ブロック６の重量により施錠される位置と比して下がっていることが一般的であ
る。そこで、平坦部４０４ｃ，４０５ｃの先端から下向きに傾斜する案内部４０４ｄ，４
０５ｄを形成することにより、払出ブロック６をドアブロック４に閉鎖する際に、例えば
作業者が払出ブロック６を上方に持ち上げた上でドアブロック４に対して閉鎖させる等の
力仕事が不要となり、作業者にかかる作業負荷を低減させることが可能となる。この結果
、払出ブロック６を閉鎖させる際の作業を容易なものとすることが可能となる。
【０２６２】
　第２鉤金具部４５１，４５２の側方に張出突片部４０４，４０５を設けることにより、
張出突片部４０４，４０５にて払出ブロック６や面替えブロック５の重量を支えることが
可能となり、第２鉤金具部４５１，４５２に前記重量がかかることを回避することが可能
となる。また、第２鉤金具部４５１，４５２と払出ブロック６の係止片６７３，６７４が
係合する位置にて払出ブロック６を支持することが可能となるため、仮に払出ブロック６
の開放端側に過剰な下向きの外力が加わったとしても、当該外力により第２鉤金具部４５
１，４５２が解錠側へと移動したり破壊されたりする等の不具合を回避することができる
。故に、払出ブロック６とドアブロック４との施錠状態が不正に解除される機会を低減さ
せることが可能となる。また、張出突片部４０４，４０５に払出ブロック６の係止片６７
３，６７４を載置させた状態で第２鉤金具部４５１，４５２と施錠させることができる。
つまり、張出突片部４０４，４０５に係止片６７３，６７４の位置決め機能としての役割
を付与することが可能となり、寸法ばらつき等に伴う施錠ばらつきを抑制することができ
る。故に、長期にわたって確実に施錠状態を保持することが可能となる。
【０２６３】
　第２鉤金具部４５１，４５２に、鉤凹部４５１ａ，４５２ａから第２鉤金具部４５１，
４５２先端に向けて下方に傾斜する傾斜部４５１ｂ，４５２ｂを形成することにより、第
２鉤金具部４５１，４５２を下方に移動させるための第２解錠操作を行うことなく、払出
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ブロック６をドアブロック４に閉鎖することが可能となる。故に、払出ブロック６をドア
ブロック４に対して閉鎖する際の作業性を向上させることが可能となる。また、不正行為
者が仮に傾斜部４５１ｂ，４５２ｂに針金等を引っかけて第２鉤金具部４５１，４５２を
引き下げようとしても、傾斜に沿って針金等が下方に移動し、張出突片部４０４，４０５
の案内部４０４ｄ，４０５ｄを経て針金等が第２鉤金具部４５１，４５２から外れること
となる。故に、払出ブロック６がドアブロック４から不正に開放されることを好適に回避
することが可能となる。
【０２６４】
　下側の張出突片部４０５に、下側の第２鉤金具部４５２に形成された鉤凹部４５２ａ上
方を塞ぐようにして延出壁部４０６を形成した。かかる構成とすることにより、ドアブロ
ック４に対して払出ブロック６が閉鎖状態で保持されている場合に、払出ブロック６がド
アブロック４に対してがたつくことを抑制することが可能となる。故に、遊技機１の運搬
又は搬入等の作業において、払出ブロック６やその内部の面替えブロック５を破損する不
具合の発生を抑制することが可能となる。また、延出壁部４０６を下側の第２鉤金具４５
２と対応する位置にのみ形成することにより、払出ブロック６ががたつくことを好適に抑
制することが可能となる。確かに、両第２鉤金具部４５１，４５２と対応する位置に延出
壁部を形成することも可能であるが、かかる構成とした場合、延出壁部と第２鉤金具部の
間隔や払出ブロック６側の係止片６７３，６７４の高さ寸法を高い精度で出す必要があり
、各部材の形成が困難なものとなり得る。一方、各部材の形成を容易なものとすべく延出
壁部と第２鉤金具の間隔を払出ブロック６側の係止片６７３，６７４の高さ寸法より十分
大きなものとした場合、払出ブロック６がドアブロック４に対してがたつくことを抑制で
きないという結果に繋がり得る。したがって、延出壁部４３６を下側の第２鉤金具部４５
２と対応する位置にのみ形成することにより、上記各不具合の発生を回避しつつ払出ブロ
ック６ががたつくことを抑制することが可能となる。さらにいうと、上側に延出壁部を形
成する構成とした場合、部材取付部４００ｂが上下方向に大型化することとなるため、例
えば上側の第２鉤金具部４５１を形成する位置を下方に移動させる等の不具合が生じ得る
。
【０２６５】
　ドアブロック４が外枠２に対して閉鎖されている状況下では、第１連動杆４３１の延出
板部４３４が外枠２の下側の保持金具７ｂに当たることにより、第１連動杆４３１の下方
への移動、すなわち第２鉤金具部４５１，４５２の施錠状態を解除するための移動が阻害
される構成とした。かかる構成とすることにより、外枠２からドアブロック４を開放する
ことなく第２解錠操作が行われ、遊技場等において遊技機１背面側に設置された遊技機に
払出ブロック６が衝突する等の不具合が発生することを回避することが可能となる。これ
に加えて、払出ブロック６にロック部材６７８，６７９を設けることにより、万が一第２
鉤金具部４５１，４５２の施錠状態が解除された場合であっても、遊技機１背面側に設置
された遊技機に払出ブロック６が衝突する等の不具合が発生することを回避することが可
能となる。また、本遊技機１では、ドアブロック４の内枠１２と払出ブロック６の裏カバ
ー部材６０１を合成樹脂にて成形しているため、これら部材に反り等が生じている可能性
がある。故に、払出ブロック６にロック部材６７８，６７９を設けることにより、ドアブ
ロック４に対して払出ブロック６を閉鎖した際に隙間が生じることを抑制することが可能
となり、前記隙間から不正行為が行われる機会を低減することが可能となる。
【０２６６】
　払出ブロック６に遊技球を払い出す払出機構６０２を搭載する構成とすることにより、
例えば遊技場の管理者が遊技機主部３の背面側からメンテナンス作業等を行う場合に、主
制御装置５０５等を被覆する保護カバー部６１２と払出機構６０２を一体でドアブロック
４から開放させることが可能となり、ドアブロック４の背面側に保護カバー部６１２を設
けたがために作業性が悪化するといった不具合を抑制することが可能となる。
【０２６７】
　面替えブロック５には、リール装置５０３、液晶表示装置５０４、主制御装置５０５及
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び表示制御装置５０６といった、機種毎に固有性を有する構成要素がまとめて搭載されて
いるため、これら各装置をひとまとめにして交換作業等を行うことができる。つまり、遊
技ホール等における機種入替時には、面替えブロック５の交換を行うことで主要な機種入
替作業が完了する。故に、遊技機１の機種入替を容易に実施することが可能となる。また
、面替えブロック５以外は再使用が可能となるため、消費資源の削減等を図ることができ
る。
【０２６８】
　面替えブロック５に結合フック部材５３１，５３２を設け、面替えブロック５と払出ブ
ロック６を一体的に開閉可能な構成とした。また、第１解錠操作がなされた場合にはドア
ブロック４が外枠２に対して前方に開放可能となり、第２解錠操作がなされた場合には面
替えブロック５及び払出ブロック６の一体物がドアブロック４に対して後方に開放可能と
なる構成とした。上述した遊技球使用回胴遊技機の場合、遊技球を遊技領域に発射させて
遊技を行う所謂パチンコ機と異なり、リール装置５０３の前面側のメンテナンス作業を遊
技場の営業時間内に行う機会は乏しいことが一般的である。パチンコ機の場合には発射さ
れた遊技球が遊技領域内で球詰まりを起こす場合等が生じ得るものの、遊技球使用回胴遊
技機では取り込まれた遊技球がそのまま遊技機外部（遊技ホールの島設備など）に排出さ
れるからである。故に、面替えブロック５の前面側及び背面側を露出させるためには、ド
アブロック４を外枠２から開放する必要がある構成とすることにより、遊技機主部３の背
面側から不正が行われる機会に加えて、面替えブロック５の前面側から不正が行われる機
会をも低減することが可能となる。また、かかる構成の場合、リール装置５０３の背面側
や主制御装置５０５を露出させるためには、第２解錠操作を行った後にさらに結合フック
部材５３１，５３２の結合状態を解除しなければならない。故に、遊技機主部３の背面側
から不正が行われる機会を好適に低減することが可能となる。
【０２６９】
　なお、以上説明した実施の形態の他、例えば次のように実施してもよい。
【０２７０】
　（ａ）上記実施の形態では、保護カバー部６１２が面替えブロック５の背面側を覆う構
成としたが、少なくとも主制御装置５０５を後ろから覆う構成であればよい。遊技機１の
背面側から不正が行われる可能性が高いのは、遊技に関わる主たる各種制御を行う主制御
装置５０５だからである。また、これに加えて、遊技球の払出に関わる制御を行う払出制
御装置６０３を保護カバー部６１２により後ろから覆う構成としてもよい。
【０２７１】
　（ｂ）上記実施の形態では、所定の操作キーをキーシリンダ４１１に差し込んで回動操
作を行うことにより施錠装置１２０の施錠状態を解除する構成としたが、かかる構成に限
定されるものではなく、ドアブロック４と外枠２の施錠状態及び払出ブロック６とドアブ
ロック４の施錠状態を遊技機前方から解錠操作可能な構成であればよい。例えば、所定の
数字の組み合わせを入力すると第１鉤金具４２１，４２２が解錠側に移動して外枠２とド
アブロック４の施錠状態が解除され、他の所定の数字の組み合わせを入力すると第２鉤金
具部４５１，４５２が解錠側に移動してドアブロック４と払出ブロック６の施錠状態が解
除される構成としてもよい。
【０２７２】
　（ｃ）上記実施の形態では、第１連動杆４３１と第２連動杆４４１を別個に設ける構成
としたが、第２連動杆を設けることなく第１連動杆４３１により第２鉤金具部４５１，４
５２を解錠位置へ移動させる構成としてもよい。例えば第１鉤金具４２１，４２２と同様
の構成を第２鉤金具部４５１，４５２にも適用すれば、第１連動杆４３１によりこれら鉤
金具４２１，４２２，４５１，４５２を各解錠操作に応じて解錠位置へと移動させること
が可能である。より詳しく説明すると、第２鉤金具部４５１，４５２の基端部に開放端側
へと起立する起立部を形成し、部材取付部４００ｂの対応する位置には上下方向に延びる
ガイド孔を形成する。そして、第２鉤金具部４５１，４５２の起立部と基枠固定部４００
ａに、上向き（すなわち第１鉤金具４２１，４２２と逆向き）に付勢するコイルばねを掛
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ける。さらに、第１連動杆４３１の起立部と対応する位置にもスリット孔を形成し、初期
位置ではスリット孔の上縁部にて起立部が係合する構成とする。かかる構成とすれば、第
１連動杆が上向きに移動した場合には第１鉤金具４２１，４２２がコイルばね４３８ａ，
４３８ｂの付勢力に抗して解錠位置へと移動し、第１連動杆が下向きに移動した場合には
第２鉤金具部４５１，４５２がコイルばねの付勢力に抗して解錠位置へと移動することと
なる。
【０２７３】
　（ｄ）上記実施の形態では、第２解錠操作が行われた場合、第１連動杆４３１の移動に
連動して第２連動杆４４１が移動する構成としたが、かかる構成を変更する。カム板４１
３の第１係合爪部４１３ａは第１連動杆４３１と係合することなく第２連動杆４４１と係
合する構成とし、第２係合爪部４１３ｂは第２連動杆４４１と係合することなく第１連動
杆４３１と係合する構成とする。かかる構成とすれば、各解錠操作に応じて対応する連動
杆のみを移動させることが可能となる。
【０２７４】
　（ｅ）上記実施の形態では、第２連動杆４４１と第２鉤金具部４５１，４５２を一体形
成する構成としたが、第１鉤金具４２１，４２２と同様に別体構成としてもよいことは言
うまでもない。
【０２７５】
　（ｆ）上記実施の形態では、上下２カ所に鉤金具を設ける構成としたが、かかる構成に
限定されるものではなく、中央に１カ所設ける構成であってもよいし、上中下３カ所に設
ける構成であってもよく、鉤金具を設ける数は任意である。但し、鉤金具を１カ所にのみ
設ける構成とした場合、施錠状態下で隙間から不正行為が行われる可能性が懸念される。
例えばドアブロック４と払出ブロック６を施錠する鉤金具を中央に１カ所設ける構成とし
た場合、払出ブロック６の上端部又は下端部を後方へと引っ張って隙間を形成し、当該隙
間から不正行為を行われる可能性が生じ得る。
【０２７６】
　（ｇ）上記実施の形態では、張出突片部４０４，４０５の平坦部４０４ｃ，４０５ｃの
位置を、第２鉤金具部４５１，４５２の鉤凹部４５１ａ，４５２ａ下縁部とほぼ同じ位置
としたが、鉤凹部４５１ａ，４５２ａ下縁部より上方であってもよい。但し、かかる場合
には、第２鉤金具部４５１，４５２と払出ブロック６側の係止片６７３，６７４との係合
が弱くなるため、鉤凹部４５１ａ，４５２ａの深さを深くする等の工夫が必要となる。ち
なみに、平坦部４０４ｃ，４０５ｃの位置を第２鉤金具部４５１，４５２の鉤凹部４５１
ａ，４５２ａ下縁部より下方とした場合には、払出ブロック６をドアブロック４に対して
閉鎖した際に、第２鉤金具部４５１，４５２が初期位置より下方に下がって平坦部４０４
ｃ，４０５ｃの位置で施錠状態となるため、上記実施形態と同様の作用効果を奏すること
が可能となる。但し、かかる場合には、第２解錠操作がなされた際の第２鉤金具部４５１
，４５２の移動量が制限されているため、鉤凹部４５１ａ，４５１ｂの深さを、第２解錠
操作に伴って移動し得る移動量に基づいて設定する必要がある。
【０２７７】
　（ｈ）上記実施の形態では、張出突片部４０４，４０５の上縁部に、水平に延びる平坦
部４０４ｃ，４０５ｃを形成したが、遊技機前方側に向かって下向きに傾斜する傾斜面を
形成する構成としてもよい。かかる構成としても、払出ブロック６及び面替えブロック５
が張出突片部４０４，４０５により支持されることとなるからである。
【０２７８】
　（ｉ）上記実施の形態では、払出ブロック６に、払出機構６０２を搭載すると共に保護
カバー６１８を形成する構成としたが、払出機構６０２を搭載する払出機構体と、面替え
ユニット５の背面側を覆う保護カバー体とを別構成とし、それぞれがドアブロック４に対
して開閉可能に取り付けられていてもよいことは言うまでもない。
【０２７９】
　（ｊ）上記実施の形態では、第１鉤金具４２１，４２２及び第２鉤金具部４５１，４５
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２が保持金具７ａ，７ｂ及び係止片６７３，６７４に対して下側から係合する構成につい
て説明したが、上側から係合する構成、つまり各鉤凹部が下方に開口する構成であっても
よいことは言うまでもない。
【０２８０】
　かかる場合、第１連動杆４３１の延出板部４３４は、鉤凹部を下側から塞ぐように形成
し、部材取付部４００ｂの張出突片部４０４，４０５は、第２鉤金具部の鉤凹部より上方
の領域を隠すようにして形成すれば、上記実施の形態と同様の作用効果を奏することが可
能である。但し、張出突片部が払出ブロックの係止片上面に支持されることとなるため、
払出ブロックの重量を支えるべくドアブロック側に支持部を別途設けることが望ましい。
【０２８１】
　（ｋ）上記実施の形態では、ドアブロック４と払出ブロック６の固定を、施錠装置１２
０による施錠に加えてロック部材６７８，６７９による係止も行う構成としたが、ロック
部材６７８，６７９は設けずともよい。第１連動杆４３１に延出板部４３４を形成したこ
とにより、ドアブロック４と外枠２が施錠されている状況下においては、ドアブロック４
と払出ブロック６の施錠を解除することができず、払出ブロック６が誤開放される心配が
ないからである。但し、ドアブロック４の内枠１２や払出ブロック６の裏カバー部材６０
１が合成樹脂にて成形されている場合には、これら部材に反り等が生じている可能性があ
り、ドアブロック４に対して払出ブロック６を閉鎖した際に隙間が生じる可能性がある。
故に、かかる場合にはロック部材を別途設けることが望ましい。一方、上記各部材が金属
等にて形成されている場合には、反り等が生じる可能性は低いため、ロック部材を設けず
ともよい。
【０２８２】
　或いは、第１連動杆４３１に延出板部４３４を形成せずともよい。ロック部材６７８，
６７９によりドアブロック４と払出ブロック６が固定される構成においては、仮に第２解
錠操作が行われたとしても、払出ブロック６が誤開放される心配がないからである。
【０２８３】
　（ｌ）上記実施の形態では、ドアブロック４に一つの視認窓２１を設けたが、これを変
更し、複数の視認窓を設けても良い。この場合、一方の視認窓をリール装置用の窓部とし
、他方の視認窓を液晶表示装置用の窓部とする。各視認窓は上下又は左右に並べて設けら
れると良い。
【０２８４】
　（ｍ）上記実施の形態では、面替えブロック５に搭載する遊技装置として、リール装置
５０３と液晶表示装置５０４とを用い、これら各装置を上下に並べて設けたが、これを変
更する。例えば、リール装置５０３と液晶表示装置５０４とを左右に並べて設ける。また
、単一のリール装置のみを搭載したり、複数のリール装置を搭載したりしても良い。また
、補助演出装置として機能する液晶表示装置を、ドットマトリックス、ＬＥＤ、エレクト
ロルミネセンス（ＥＬ）、蛍光表示管等の他の電気的表示装置に変更することも可能であ
る。
【０２８５】
　（ｎ）遊技機１から下皿７１を無くし、上皿１５１のみを設ける構成とする。この場合
、上皿１５１やその背後の払出通路等を大容量化することにより、遊技機１として十分量
の遊技球が貯留保持できる。
【０２８６】
　（ｏ）上記実施の形態におけるスタートレバー３３等に代表される操作手段や、前面枠
５０１に設けられる情報表示基板５１４等に代表される情報表示手段の形態や配置はあく
までも一例に過ぎない。例えばスタートレバー３３を右側に配置したり、レバーに代えて
ボタンにしたりする等、適宜変更することは何ら差し支えない。
【０２８７】
　（ｐ）主制御装置５０５と表示制御装置５０６とを一体化し、表示制御装置５０６の制
御機能を主制御装置５０５に担わせる構成としても良い。またこれとは逆に、表示制御装
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置５０６における制御機能のうち、スピーカ類やランプ類の制御を別の制御装置に任せる
ようにしても良い。例えば、スピーカ類やランプ類を制御するための音声ランプ制御装置
を新たに設け、制御分担を細分化する。
【０２８８】
　（ｑ）上記実施の形態における遊技球の、１ベット当りの投入数、最大投入数、払出個
数等はあくまでも例示であって、上記数値に特に限定されるものではない。
【０２８９】
　（ｒ）上記実施の形態における球使用タイプの回胴遊技機１は、必ずしもパチンコ島に
設置されるものでなくても良い。この場合、外枠を要件とせず、筐体等に遊技機主部３が
支持される構成であっても良い。また、島設備に直接遊技機主部３が支持される構成であ
っても良い。かかる場合には、筐体等や島設備が取付対象に相当する。加えて、遊技球は
パチンコ球に限られず、パチンコ規格以外の金属球であっても良い。金属球以外、例えば
セラミック球であっても良い。
【０２９０】
　（ｓ）パチンコ機に本発明を適用することも可能である。パチンコ機の場合、外枠に遊
技機本体が装着されるとともに、遊技機本体の前面側に扉部材が設けられる。遊技機本体
には、遊技球飛翔領域としての遊技領域が形成されるとともに入賞装置や液晶表示装置な
どが設置された遊技盤が搭載され、扉部材に設けられた視認窓により、遊技領域や液晶表
示装置が視認可能となっている。そして、遊技機本体の背面側には、主制御装置等の各種
制御装置や払出機構が取り付けられており、遊技球発射装置により発射された遊技球が入
賞装置に入賞することに伴い内部抽選や遊技球の払出が行われる。かかる構成においても
、遊技盤や主制御装置の背面側を覆うようにして保護カバーを開閉可能に取り付け、該保
護カバーを遊技機外部から解錠可能に施錠する構成とすれば、遊技機本体の背面側から不
正が行われる機会を低減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０２９１】
【図１】一実施の形態における遊技機の全体を示す斜視図である。
【図２】遊技機の正面図である。
【図３】遊技機の内部開放状態を示す斜視図である。
【図４】遊技機の内部開放状態を示す斜視図である。
【図５】遊技機の背面図である。
【図６】遊技機主部とその開閉動作の概要を模式的に示す図である。
【図７】ドアブロックを後方から見た斜視図である。
【図８】ドアブロックの主要な構成を分解して示す斜視図である。
【図９】ドアブロックの主要な構成を分解して示す斜視図である。
【図１０】前扉体と内枠とを分離して示す斜視図である。
【図１１】前扉体と内枠とを分離して示す斜視図である。
【図１２】ドアブロックにおいて上部カバー部を分離して示す斜視図である。
【図１３】施錠装置を遊技機の背面側から見た図である。
【図１４】施錠装置を遊技機の開放端側から見た図である。
【図１５】防護カバーが取り外された状態の施錠装置を遊技機の背面側から見た図である
。
【図１６】防護カバーが取り外された状態の施錠装置を遊技機の開放端側から見た図であ
る。
【図１７】防護カバーが取り外された状態の施錠装置を遊技機の開閉中心側から見た図で
ある。
【図１８】（ａ）は施錠装置の初期状態を示す図、（ｂ）は操作キーを時計回りに回動操
作された場合の施錠装置の動作を示す図である。
【図１９】（ａ）は施錠装置の初期状態を示す図、（ｂ）は操作キーを反時計回りに回動
操作された場合の施錠装置の動作を示す図である。
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【図２０】上皿ユニットの斜視図である。
【図２１】（ａ）は上皿ユニットの上方から見た平面図、（ｂ）は上皿ユニットの下方か
ら見た平面図である。
【図２２】上皿ユニットの分解斜視図である。
【図２３】上皿の斜視図である。
【図２４】上皿の平面図である。
【図２５】上皿と該上皿に設けられるカバー部材とを示す斜視図である。
【図２６】排出操作伝達装置の構成を示す斜視図である。
【図２７】排出操作伝達装置の構成を示す平面図である。
【図２８】球留め装置の分解斜視図である。
【図２９】球留め装置の構成を示す平面図である。
【図３０】取込ユニットを上皿下方に装着した状態及び分離させた状態を後方側から示す
背面図である。
【図３１】球留め装置の操作状態と遊技球の流れとの関係を示す図である。
【図３２】取込ユニットの斜視図である。
【図３３】取込ユニットの斜視図である。
【図３４】取込ユニットの分解斜視図である。
【図３５】取込装置の内部構造を示す断面図である。
【図３６】取込装置の分解斜視図である。
【図３７】排出ゲート部材の構成を示す斜視図である。
【図３８】排出ゲート部材の動作を説明するための説明図である。
【図３９】面替えブロックの斜視図である。
【図４０】面替えブロックの斜視図である。
【図４１】面替えブロックの正面図である。
【図４２】面替えブロックの分解斜視図である。
【図４３】面替えブロックの分解斜視図である。
【図４４】前面枠の構成を示す斜視図である。
【図４５】リール装置の構成を示す斜視図である。
【図４６】払出ブロックの斜視図である。
【図４７】払出ブロックの斜視図である。
【図４８】払出ブロックの背面図である。
【図４９】払出ブロックから払出装置等を分離させて示す斜視図である。
【図５０】払出ブロックから制御装置類を取り外した状態を示す斜視図である。
【図５１】払出ブロックから制御装置類を取り外した状態を示す背面図である。
【図５２】施錠装置の解錠動作を説明するための図である。
【図５３】遊技機の電気的構成を説明するためのブロック図である。
【符号の説明】
【０２９２】
　１…遊技機、２…取付対象としての外枠、４…遊技機本体としてのドアブロック、５…
絵柄表示ユニットとしての面替えブロック、６…被覆体としての払出ブロック、１１…前
扉体、１２…内枠、１６…取込ユニット、２１…視認窓、３３…スタートレバー、３５～
３７…ストップスイッチ、９２…上部スピーカ、９４…上部カバー体、１０７…ランプ基
板、１２０…施錠装置、４００…基枠、４００ｂ…区画部材としての部材取付部、４０１
…カバー部材としての防護カバー、４０２…スリット孔、４０４，４０５…張出突片部、
４０６…延出壁部、４１１…外部操作手段及び解錠操作装置としてのキーシリンダ、４１
３…解錠機構を構成すると共に解錠部材としてのカム板、４２１，４２２…第１施錠部材
としての第１鉤金具、４３１…解錠機構を構成すると共に第１移動部材としての第１連動
杆、４３４…延出板部、４３８…付勢部材としてのコイルばね、４４１…解錠機構を構成
すると共に第２移動部材としての第２連動杆、４５１，４５２…第２施錠部材としての第
２鉤金具部、５０１…前面枠、５０３…絵柄表示装置及び回胴装置としてのリール装置、
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５０４…液晶表示装置、５０５…主制御装置、５０６…表示制御装置、６０２…遊技球払
出機構としての払出機構、６１８…払出装置。

【図１】 【図２】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】
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